
 

 
 
 

平成２４年度 

リニア中央新幹線に係る適切な環境影響審査のあり方 

に関する調査検討業務 

 

報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年３月 

 

株式会社プレック研究所 

 



 
 



 i

 

平成２４年度リニア中央新幹線に係る適切な環境影響審査のあり方に関する調査検討業務 

 
報告書 

 

第１章 業務概要......................................................................................................................................................1 
１.１ 業務の目的 ........................................................................................................................1 
１.２ 業務の内容 ........................................................................................................................1 
第２章 電磁界を対象とした環境影響評価..........................................................................................................4 
２.１ 電磁界に関する一般的な情報 ...........................................................................................4 
２.２ 電磁界を対象とした環境影響評価の事例..........................................................................7 

第３章 リニアから発生する電磁界の特性の把握............................................................................................ 14 
３.１ 磁気浮上式鉄道から発生する電磁界について ................................................................14 
第４章 電磁界の人への健康影響の把握......................................................................................................... 29 
４.１ 収集資料..........................................................................................................................29 
４.２ 要約.................................................................................................................................30 
４.３ 専門家へのヒアリング ....................................................................................................37 
第５章 電磁界に係る規制等の動向把握......................................................................................................... 48 
５.１ 国内における規制状況 ....................................................................................................48 
５.２ 海外における規制状況 ....................................................................................................56 
５.３ 専門家へのヒアリング ....................................................................................................67 
第６章 電磁界に対する防護対策...................................................................................................................... 70 
６.１ 収集資料..........................................................................................................................70 
６.２ 防護対策の概要 ...............................................................................................................70 
第７章 地方自治体の審査の動向把握............................................................................................................. 77 
７.１ 環境影響審査における電磁界への対応状況について......................................................77 
７.２ 電磁界に係る環境影響審査において問題となっている事項について.............................82 
７.３ リニアの環境影響審査（電磁界以外）の状況について ..................................................83 
第８章 環境影響審査の観点に関する検討 ..................................................................................................... 85 
８.１ 電磁界に関係する影響要因 .............................................................................................85 
８.２ 想定される影響（評価の観点） ......................................................................................85 
８.３ 整合を図るべき基準・目標 .............................................................................................86 
８.４ 影響の回避・低減の考え方 .............................................................................................87 
第９章 沿線自治体説明会の開催..................................................................................................................... 88 
９.１ 開催概要..........................................................................................................................88 
９.２ 説明資料..........................................................................................................................89 

参考資料.............................................................................................................................................................. 109 
 



 ii

 



 iii

電磁界に関する用語集 
 
本報告書中で用いる電磁界に関する用語の定義は以下のとおりとする。 
 
磁界 

空間に磁気の力が働いてる状態のことをいう。磁界は磁石の周りや電流が流れている導

体の周りに発生する。 
電界 

空間に電気の力が働いている状態のことをいう。電線などの導体に電圧がかかると、そ

のまわりに電界が発生する。 
電磁界 

電界と磁界を総称して電磁界と呼ぶ。 
電磁波 

電界と磁界が一定の大きさを保ちつつ相伴なって空間を進む、波の性質を持つ電磁界を

いう。 
電波 

300万MHz以下の周波数の電磁波をいう。（電波法第 2条の 1の定義） 
無線周波電磁界 

3 kHz～300 GHzの範囲の周波数をもつ電磁界。RF（Radiofrequency） 
高周波電磁界 

無線周波電磁界の別の呼び方。 
中間周波電磁界 

300Hz～10MHzの範囲の周波数をもつ電磁界。IF（Intermediate frequency） 
超低周波電磁界 

1Hz～300Hzの範囲の周波数をもつ電磁界。ELF（Extremely Low-Frequency） 
静電磁界 

周波数が0Hzで強さが時間的に変化しない電磁界をいう。時間変動のない磁界を静磁界、
時間変動のない電界を静電界という。 

商用周波電磁界 

電力設備に用いられる 50Hz～60Hzの周波数をもつ電磁界。 
直流磁界 

直流電流が流れると発生する静磁界をいい、時間変動のない静磁界と同じものをさす。 
交流磁界 

交流電流が流れると発生する時間変動する磁界を交流磁界という。 
刺激作用 

電磁界の曝露による体内誘導電位により抹消神経系が刺激される作用。網膜に生じる閃

光現象などが知られている。 
熱作用 

100kHz を超える電磁界（中間周波及び高周波）に生物が曝露されると、電磁界のエネ
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ルギーが吸収され、生体組織を構成する分子のうち極性を持つ水分子やたんぱく質など

が振動し、温度が上昇する現象をいう。 
急性影響 

強い電磁界に曝露した際に健康影響を生じる急性の生物学的影響をいう。 
慢性影響 

弱い電磁界に日常的に曝露した場合の影響をいう。急性影響を生じないレベルの電磁界

の曝露と健康影響との因果関係は科学的に解明されていない。 
電界強度 

電界が点電荷に及ぼす力をその電荷で割った値。電界強度はニュートン/クーロン(N/C)
またはボルト/メートル(V/m)で表わされる。 

磁束密度 

運動中の単一または複数の電荷（電流）に及ぼす力を決定するベクトル量。テスラ(T)で
表わされる。1G(ガウス)は 10-4 T(テスラ)に等しい。 

誘導電界 

環境中の時間変化する磁界の作用によって人体等の導電性媒質中に生じる電界をいう。 
低減係数 

ICNIRP のガイドライン策定過程において、不確かさの様々な原因に対する補正のため
に影響閾値に低減を加えるための係数。一般には安全係数と呼ばれることもある。 

電磁過敏症 

刺激作用や熱作用を生じるよりも遥かに低いレベルの電磁界に曝露されることにより、

頭痛や睡眠障害などを訴える症状をいう。電磁界の曝露との因果関係ははっきりしてい

ない。 
電力密度 

高周波電磁界の強度を表す単位面積当たりの電力量。単位はW/m2 
比吸収率 

人体が電波にさらされることによって単位質量の組織に単位時間に吸収されるエネルギ

ー量。単位はW/kg。（SAR：Specific Absorption Rate） 
曝露 

個人が低周波の電界および磁界または接触電流の影響下にあるときに、曝露が生じると

いう。 
世界保健機関（WHO：World Health Organization） 

健康を基本的人権の一つとして捉え、その達成を目的とする国連の専門機関。 
国際がん研究機関（IARC：International Agency for Research on Cancer） 

発がんメカニズムの解明や原因の特定による発がん頻度の抑制を目的とする、WHO の
外部組織 

国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP：International Commission on Non-Ionizing Radiation 

Protection） 

非電離放射線（紫外線・赤外線・可視光・レーザー・電磁波・超音波など）による健康

被害について研究を行い、曝露限度に関する指針を定めるなどの啓発活動を行う組織。 
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第１章 業務概要 

１.１業務の目的 
中央新幹線（東京都・大阪市間）（以下「リニア」という。）については、全国新幹線鉄道

整備法（昭和 45 年法律第 71 号）に基づき、国土交通大臣が、平成 23 年５月に、東海旅客
鉄道株式会社（以下「ＪＲ東海」という。）を営業主体及び建設主体に指名するとともに、同

月、同社に対して建設を指示した。これを踏まえ、ＪＲ東海において、東京都・名古屋市間

について環境影響評価の手続が実施されている。 
同年９月に、同社から、環境影響評価方法書が公表され、これに対し関係都県市の首長か

ら意見が提出されている。今後、環境アセスメント（調査、予測、評価）が行われ、環境影

響評価準備書、環境影響評価書が作成されることとなるが、環境省において、同評価書に対

する環境影響審査を実施することとなる。 
リニアは、超電導磁気浮上方式による高速鉄道であり、従来の鉄道事業に対する環境影響

審査では対象とされることのなかった電磁界による環境影響について考慮する必要がある。 
このため、リニアから発生する電磁界の特性を把握し、当該電磁界による人への健康影響

に関して調査等を行うとともに、これらを踏まえ、環境影響審査の観点や望ましい環境保全

措置のあり方について検討を行ったものである。 
 

１.２業務の内容 
（１）調査業務 

１）リニアから発生する電磁界の特性の把握 

ＪＲ東海が計画沿線で実施している住民向け説明会資料や上海トランスラピッド等の

国外における磁気浮上式鉄道に関する資料等、リニアから発生する電磁界を把握するた

めに必要な資料の収集や関係者への問い合わせを行い、周波数、強度（磁束密度）等に

ついて分析した。 
また、リニアから発生する電磁界と電気機器、無線、送電線等から発生する日常的に

存在する電磁界を比較し、リニアから発生する電磁界の特性を明らかにした。 
 
２）電磁界の人への健康影響の把握 

電磁界の人への健康影響（強い電磁界の短期曝露による影響、弱い電磁界の長期曝露

による影響、ペースメーカー等の体内植え込み機器への影響、電磁過敏症患者への影響）

に関して、国内外から参考となる文献や研究論文等を収集し、それを要約する（ＷＨＯ

が発行する文献等、日本語以外で書かれた文献や研究論文等の翻訳・要約を含む。）。 
また、リニアから発生する電磁界の人への健康影響に関して、学識経験者等５名程度

からヒアリングを行い、文献収集結果等と併せて整理した。 
なお、電磁界の動植物への影響を主眼に置いた研究事例も可能な限り対象として情報

を収集・整理することにより、電磁界の人への健康影響の把握の際の参考資料とした。 
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表 １.２－１ ヒアリング対象者一覧 

氏名 所属 専門分野 

池畑政輝 
（財）鉄道総合技術研究所 人間科学研
究部 生物工学研究室 主任研究員 

分子生物学、鉄道技術 

宮越順二 
京都大学 生存圏研究所 生存圏電波応用
分野 特定教授 

電磁波生命科学、放射線生物学、
分子細胞生物学 

山口直人 東京女子医科大学大学院 教授 疫学、公衆衛生学 

豊島 健 
USCI ホールディングス(株) 
日本メディトロニック株式会社 

体内植え込み型機器の EMC※技術

宮田幹夫 北里大学名誉教授 化学物質過敏症 

 
３）電磁界に係る規制等の動向把握 

国内における電力設備、無線設備、鉄道設備等に対する規制の状況、今後の動向を把

握した。また、国内における電力、電気・電子機器等の業界団体における自主的取組の

状況、今後の動向を把握した。 
海外における規制等の状況として、ICNIRP（国際非電離放射線防護委員会）におけ
るガイドラインの作成・改定の状況、欧州議会における電磁界関連決議の状況を収集・

整理し把握するとともに、WHOの EMF World Wide Standards Databaseに基づき世
界の主要国における電磁界の規制に関する最新の情報を収集・整理し把握した。 
さらに、電磁界に対する防護対策の内容・原理や様々な発生源に対する適用事例、費

用等を学識経験者等へのヒアリングや関連情報収集により把握した。 
なお、電磁界に係る規制等の動向把握においては、学識経験者 1 名からヒアリングを
行った。 

表 １.２－２ 規制動向に関するヒアリング対象者 

氏名 所属 専門分野 選定理由 

多氣昌生 
首都大学東京 理工学
研究科 教授 

電気工学（電磁界の
曝露評価技術） 

・1996-2008 年にわたり国際非電離放
射線防護委員会 ICNIRP の Main 
Commission 委員を努め、国際的な規
制の現状・動向に精通している。 

 
４）地方自治体の審査の動向把握 

関係自治体（東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、長野県、岐阜県、愛知県、川崎市、

横浜市、相模原市、静岡市、名古屋市）の 12都県市にアンケート調査を行い、以下を把
握した。 

・地方自治体の環境影響審査における電磁界への対応状況 
・地方自治体の電磁界に係る環境影響審査において問題となっている事項 
 

（２）自治体説明会の開催 

調査業務で得られた成果について、関係自治体に対する説明会を開催した。 
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（３）検討業務及び報告書を取りまとめ 

（１）の調査業務を踏まえ、環境影響審査の観点（審査に必要な情報は何か。何に着目

して、どのような観点、基準から審査を行うべきかなど）や望ましい環境保全措置のあり

方について検討した。また、本業務の結果について報告書等を取りまとめた。 
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第２章 電磁界を対象とした環境影響評価 

２.１ 電磁界に関する一般的な情報 
（１）電磁界とは 

「電界」とは、空間に電気の力が働いてる状態のことをいう。電線など電流を良く通す

もの（導体）に電圧がかかると、そのまわりに電界が発生する。電界の強さは「電界強度」

で表され、単位は 1 メートル当たりのボルト（V/m）が用いられる。電界強度は電圧が高
いほど高く、発生源からの距離が大きくなると共に、距離の２乗に反比例して弱くなる。 
「磁界」とは、空間に磁気の力が働いてる状態のことをいう。磁界は磁石の周りや電流

が流れている導体の周りに発生する。磁界の強さは「磁束密度」で表され、単位はテスラ

（T）が用いられる。磁束密度は電流が大きいほど強く、発生源からの距離が大きくなると
共に、やはり距離の２乗に反比例して弱くなる。 
「電磁界」とは、電界と磁界を総称したものであり、電界と磁界が一定の大きさを保ち

つつ相伴なって空間を進む波を「電磁波」という。低周波で波長の長い領域では波として

の性質が目立ちにくいこともあり、「電磁界」と総称される。 

102 10-121 10-2 10-4 10-6 10-8 10-10

電波
マイクロ波

赤外線 紫外線 Ｘ線 γ線

可視光線

非電離放射線← →電離放射線波長（ｍ）

 

図 ２.１－１ 波長による電磁波の区分 

 
（２）電磁界の種類 

電磁界の性質は「周波数」と「波長」により左右される。 
電磁界は周波数を持たない「静電磁界」と、周波数の低い方から「超低周波電磁界」、「中

間周波電磁界」、「高周波電磁界」、「赤外線」、「可視光線」、「紫外線」、「放射線」に分類さ

れる。 
紫外線の中でも周波数が高いものと放射線は、物質に衝突して原子から電子を引き離す

能力（電離作用）を持ち、「電離放射線」と呼ばれる。それよりも周波数に低い電磁界は「非

電離放射線」と呼ばれる。 
本調査では、非電離放射線のうち、「静電磁界」、「超低周波電磁界」、「中間周波電磁界」、

「高周波電磁界」を当面の対象とし、超電導リニアから発生する電磁界の特性を把握した

上で、調査対象を再吟味する。 
 

１）静電磁界 

時間的に変動しない電界を静電界という。静電界は自然界においても発生し、大気中

の静電界は晴天時で 100V/m程度、雷雲の下で 3,000V/m程度の静電界が発生している。
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また、非導電性のカーペットの上を歩けば数キロボルトの帯電電位が蓄積する場合があ

り、局所の静電界は 500kV/mに達する可能性がある。 
時間的に変動しない磁界を静磁界といい、地磁気や永久磁石の磁界がこれに該当する。

直流電流を利用する場所には、人工的な静磁界が必ず発生することから、直流磁界と呼

ばれる場合もある。静磁界は医療用磁気共鳴画像装置（MRI）等に利用されている。 

２）超低周波電磁界 

周波数が 1Hz～300Hzの電磁界を超低周波電磁界と呼ぶ。この帯域には、送電線・変
電所などの電力設備に用いられる 50Hz 及び 60Hz が含まれており、電力設備や家電製
品、鉄道等が主な発生源となっている。 

３）中間周波電磁界 

周波数が 300Hz～10MHzの電磁界を中間周波電磁界と呼ぶ。この帯域の電磁界は IH
調理器や電子タグ、電子商品監視機器（EAS）などに用いられている。 

４）高周波電磁界 

周波数が 10MHz～300GHz の電磁界を高周波電磁界と呼ぶ。この帯域の電磁界は
TV・ラジオ放送、携帯電話などの無線通信や電子レンジ等に用いられている。 

 

 
図 ２.１－２ 電磁界の種類と主な発生源 

出典：電磁界情報センター（http://www.jeic-emf.jp/railroad.html） 
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（３）日常的に存在する電磁界 

１）電気機器 

各種の家電製品からは、電源に用いられる 50Hz または 60Hz の超低周波磁界の他、
電磁誘導加熱式（IH）調理器など製品によっては数 kHz～数十 kHz の中間周波磁界が
生じている。これまでの調査によれば、磁界の強さ（磁束密度）は、例えば電気毛布か

らは 2.19µT（発生源から測定点までの距離が 0cm）、電気カーペットからは 10.4µT（同
0cm）、ヘアドライヤーからは 2.85µT（同 10cm）、電気掃除機からは 0.1～0.546µT（同
30cm）程度となっている。 

２）無線 

携帯電話やその基地局、TV・ラジオ放送局の周辺には、様々な周波数の高周波電磁界
が発生している。これまでの調査によれば、携帯電話基地局からの電磁界の強さ（電界

強度）は、市街地で最大 2.5V/m、郊外で最大 1.6V/m、小学校周辺で最大 1.6V/m、地下
街で最大 5V/m 程度となっている。 

３）電力施設 

送電線や配電線、変電所などの電力設備からは、50Hz または 60Hz の超低周波磁界
が生じている。これまでの調査によれば、磁界の強さ（磁束密度）は、送電線の下では

最大 10.07µT（地表 1.5m）、配電線の下では最大 1.13µT（同 1m）、地中送電線の上では
最大 13.4µT（同 0m）、変電所の敷地境界では 3.99µT 以下（同 1m）となっている。 

４）医療機器 

磁気共鳴撮影装置（MRI）などの医療機器を使用する際に、患者及び機器を操作する
医療従事者は 0.2～3T の静磁界に曝露される可能性がある。 
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２.２電磁界を対象とした環境影響評価の事例 
（１）事例の整理 

１）リニアモーターを用いた鉄道事業 

リニアモーターを用いた鉄道事業における環境影響評価の事例には以下の３例が知られ

ているが、このうち、電磁界を評価項目として選定しているのは、磁気浮上式を採用して

いる「名古屋都市計画都市高速鉄道東部丘陵線 豊田都市計画都市高速鉄道東部丘陵線」

のみであった。なお、同案件は法アセスの対象ではなく、愛知県条例に基づき実施された

ものである。 
 
①横浜国際港都建設計画都市高速鉄道第５号市営地下鉄４号線 
②大阪都市計画都市高速鉄道第 8号線（井高野～今里） 
③名古屋都市計画都市高速鉄道東部丘陵線 豊田都市計画都市高速鉄道東部丘陵線 
 
表 ２.２－１（１） リニアモーターを用いた鉄道事業の環境影響評価事例 

① 
横浜国際港都建設計画都市高速鉄道第 5 号市営地下鉄 4 号線〔横浜
市港北区日吉四丁目-緑区中山町〕環境影響評価書 

所在都道府県 神奈川県 

事業種類 鉄道 

計画策定者又は事業者 横浜市（都市計画決定権者：神奈川県） 

実施根拠 環境影響評価法 

発行者 神奈川県 

評価書発行年月 2000年 12月 

工事中 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、土壌汚染、植物、動物、生態系、
ふれあい活動の場 評価項目 

供用時 騒音、振動、土壌汚染、植物、動物、生態系、ふれあい活動の場 
出典：環境影響評価情報支援ネットワーク 環境アセスメント事例の検索（事業概要） 

 

② 大阪都市計画都市高速鉄道第８号線（井高野-今里）環境影響評価書 

所在都道府県 大阪府 

事業種類 鉄道 

計画策定者又は事業者 大阪市（都市計画決定権者：大阪府） 

実施根拠 環境影響評価法 

発行者 大阪府 

評価書発行年月 1999 年 11 月 

工事中 大気汚染、地盤沈下、史跡・文化財、騒音、振動、廃棄物等 
評価項目 

供用時 その他（低周波音）、騒音、振動、廃棄物等 

出典：環境影響評価情報支援ネットワーク 環境アセスメント事例の検索（事業概要） 
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表 ２.２－１（２） リニアモーターを用いた鉄道事業の環境影響評価事例 

③ 
名古屋都市計画都市高速鉄道東部丘陵線 豊田都市計画都市高速鉄
道東部丘陵線 環境影響評価書 

所在都道府県 愛知県 

事業種類 鉄道 

計画策定者又は事業者 愛知県、名古屋市、愛知高速交通株式会社 

実施根拠 都道府県の条例・要綱等 

発行者 愛知県・名古屋市 

評価書発行年月 2001 年 10 月 

工事中 
大気汚染、騒音、振動、水質、地盤・土壌、地下水、動物、植物、生態
系、ふれあい活動の場、地域の歴史的文化的特性を生かした環境の状
況、廃棄物等 

評価項目 

供用時 
騒音、振動、水質、地下水、日照阻害、電磁場、動物、植物、生態系、景
観、ふれあい活動の場、地域の歴史的文化的特性を生かした環境の状
況、廃棄物等 

出典：環境影響評価情報支援ネットワーク 環境アセスメント事例の検索（事業概要） 

 
２）その他 

鉄道事業以外では、電波塔事業において「電波（電磁波）」を評価項目とした環境影響評

価の実施事例がある。この案件は東京都条例に基づき実施されたものである。 
 
④業平橋押上地区開発事業（東京スカイツリー） 

表 ２.２－１（３） その他事業の環境影響評価事例 

④ 業平橋押上地区開発事業 

所在都道府県 東京都 

事業種類 その他の施設等 

計画策定者又は事業者 東武鉄道株式会社、新東京タワー株式会社 

実施根拠 都道府県の条例・要綱等 

発行者 東武鉄道株式会社、新東京タワー株式会社 

発行年月 2008 年 5 月 

工事中 大気汚染、騒音・振動、地盤、廃棄物等 
評価項目 

供用時 
大気汚染、騒音・振動、水循環、日影、電波障害、風環境、景観、ふれあ
い活動の場、廃棄物、温室効果ガス、［電波（電磁波）、風による発生音］

［］内は、東京都環境影響評価条例施行規則第 6条で定められた項目以外から選定した項目 

出典：東京都環境局 手続きの進捗状況 

 http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/assessment/information/projects_list/254dtl.html 
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以上を踏まえ、「名古屋都市計画都市高速鉄道東部丘陵線 豊田都市計画都市高速鉄道東

部丘陵線」において評価書にとりまとめられた調査・予測・評価の事例を整理するととも

に、事後調査における予測結果の検証状況を紹介する。以下、破線で囲んだ箇所は、「名古

屋都市計画都市高速鉄道東部丘陵線 豊田都市計画都市高速鉄道東部丘陵線 環境影響評

価書」（平成 13年 10月）からの引用である。 
 

（２）名古屋都市計画都市高速鉄道東部丘陵線 豊田都市計画都市高速鉄道東部丘陵線 

１）調査の概要 

現地調査は、下記図表に示すとおり沿線６箇所で実施した。 
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調査結果は、下表に示すとおり、静磁界で 0.048～0.057mT とほぼ地磁気と同程度の
値を示しており、低周波磁界は測定下限値（0.001mT）未満であった。 

 

 
 

２）予測の概要 

① 予測項目 

静磁界及び超低周波磁界の強さ（磁束密度） 
② 予測地点 

平面部１地点、地下部１地点、高架部３地点 

  

図 ２.２－１ 予測地点の例 
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③ 予測時の列車走行条件 

列車の走行に伴う磁界の発生源、磁界に影響する電流値、周波数と走行速度との関係

について以下のとおり整理されている。 
 

 

 

 
④ 予測手法 

予測は、距離減衰式により実施している。 
 

 
 

⑤ 予測結果 

予測値は静磁界、超低周波磁界ともに平面部で最も高く、静磁界で 0.139mT、超低周
波磁界で 0.009（83Hz）～0.013（23Hz）であった。 
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３）評価結果 

① 回避・低減に係る評価 

回避・低減の手段として、既存住宅との離隔の確保をあげている。 

 

② 基準または目標との整合 

ICNIRPのガイドライン値との比較を行い、これを満足するとしている。 
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４）事後調査結果 

事前調査地点において実測した磁束密度の調査結果によれば、供用後の静磁界、超低

周波磁界ともに、事前調査の結果から大きな変化は見られなかったとしている。 
 

 
 

予測地点において実測した磁束密度の調査結果によれば、供用後の静磁界、超低周波

磁界ともに、予測結果を大きく下回る結果となっており、その理由として、予測条件を

安全側となるよう配慮して設定したことが挙げられている。 
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第３章 リニアから発生する電磁界の特性の把握 

３.１磁気浮上式鉄道から発生する電磁界について 
ＪＲ東海が計画沿線で実施している住民向け説明会資料や上海トランスラピッド等の国外

における磁気浮上式鉄道に関する資料等、リニアから発生する電磁界を把握するために必要

な資料の収集や関係者への問い合わせを行い、周波数、強度（磁束密度）等について分析を

行った。 
 

（１）一般的な鉄道から発生する電磁界について 

電気鉄道や新幹線をはじめとする鉄道設備からは、さまざまな周波数の電磁界（静電

磁界～中間周波電磁界）が発生している。 
また、鉄道設備では電車の運転状態（加速、惰行、ブレーキなど）に応じて短時間（数

秒～数十秒）に電力が急激に変動するため、発生する電磁界も時間的に急激に変動する

性質がある。 
１）変電所⇒架線⇒車両⇒レール⇒変電所の大きなループから発生する電磁界 

き電方式が直流か交流かにより、直流の場合には静磁界、交流の場合には 50～60Hz
の超低周波磁界が発生する。一般的な鉄道では、常に電流が流れているため、電磁界は

常時発生している。 
２）車両（直流電気鉄道の例） 

直流電気鉄道の場合、架線からパンタグラフを経て車両に取り込まれた電流はリアク

トル、VVVFインバータを経てモータを駆動し、車輪からレールへと流れる。 
この時、ａ）リアクトルからは静磁界、ｂ）VVVF インバータとｃ）モータからは走

行状況に応じた数十 Hzまでの超低周波磁界が発生する。 
 

静磁界 
 
 
 
 
 
超低周波 
磁界 
 
 

図 ３.１－１ 直流電気鉄道から発生する電磁界 
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なお、通常の直流電気鉄道から発生する電磁界の実測事例を以下に示した。 
磁束密度は周波数の極めて低い領域から数十 Hz までの周波数において比較的高い値
を示しているが、車内モータ上における最大値でも 10µT（＝0.01mT）未満となってい

る。 

 
図 ３.１－２ 直流 1,500V 都市鉄道における電磁界の実測例 

出典：「鉄道の磁界に対する EMCについて」交通安全環境研究所研究発表会講演概要 

Vol.2nd,Page3-6(2002.11.13) 水間ら 
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（２）磁気浮上式鉄道 

磁気浮上式鉄道の３事例（超電導リニア山梨実験線、上海トランスラピッド、リニモ）

を対象に電磁界発生源となる設備の諸元、電磁界の実測値等について資料収集及び個別照

会を行い、得られた回答に基づき情報を整理した。 
 

１）超電導リニア（山梨実験線） 

① 電磁界の発生源となる設備 

（実験線先行区間：18.4km、電磁誘導浮上支持・地上一次リニア同期モータ方式） 
超電導リニアにおいて電磁界の発生源となる設備の諸元について、以下に整理した。 
 

電力は供給しない。超電導磁石が高速
で通過する際にコイルに電流が誘起され、
浮上・案内の機能を果たす 。

電
力
変
換
所

給電ケーブル
・位相が異なる３系統
・３次元的に縒り合わせ

磁界は打ち消し合う

静磁界

超低周波磁界

 
図 ３.１－３ 超電導リニアから発生する電磁界 

 
ア. 車両 

車両には「超電導磁石」が搭載されており、励起中は走行状況にかかわらず、非常に

強い静磁界を常時発生している。ヒアリング調査において、表面付近における磁束密度

は約１T程度との情報を得た。 
 
・１列車あたりの車両数：16両 
・１列車における超電導磁石ユニットの 
配置数：17台車 

・超電導磁石の諸元 
最大電流（A）：（回答なし） 
電圧（kV）：超電導状態では抵抗が０となり
電圧は発生しない 
起磁力（kA）：700kA/ユニット 
周波数（Hz）：0（静磁界） 

※超電導磁石においては、コイル内の 

電気抵抗が極めて小さく、電位差が 

ほとんど生じないことから、電圧は発生しない。そのため、電界はほとんど発生しない。 

図 ３.１－４ 超電導磁石 

http://www.rtri.or.jp/rd/division/rd79/yamanashi/magl
ev_frame_J.htm 
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イ. 軌道 

軌道沿いには推進コイルと浮上案内コイルが埋め込まれているが、このうち、推進コ

イルには電力変換所から走行速度に応じて周波数（～約 50Hz）を制御された交流電流が
供給される。また、浮上案内コイルには電力は供給されないが、超電導磁石が高速で通

過する際にコイルに電流が誘起され、浮上・案内の機能を果たしている。軌道のこれら

コイルから、超低周波磁界が発生する。なお、非接触給電装置における最大電流及び電

圧についての情報は得られなかった。 
 
・推進コイルの諸元 
最大電流（A）：（回答なし） 
電圧（kV）：33,000kV 
起磁力（kA）：6～7kA/ユニット  （超電導磁石の約 1/100） 
周波数（Hz）：0～約 50Hz（超低周波磁界） 

・非接触給電装置の諸元 
最大電流（A）：（回答なし） 
電圧（V）：（回答なし） 
発振周波数（kHz）：約 9.8kHz 

 
ウ. 電力供給施設 

電力変換所から軌道の推進コイルへは 0～約 50Hz の周波数の交流電流が供給されて
おり、電力変換所及び給電ケーブルからの超低周波磁界の発生が考えられる。ただし、

給電ケーブルにおいては、位相の異なる３系統のケーブルを３次元的に縒り合わせて敷

設することにより、相互に打ち消し合う効果があり、磁界の強度は低減が図られている。 
 
・営業区間における変電所の設置間隔：20～30kmに１箇所 
・軌道への電力供給：インバータ出力（MVA）、周波数の制御幅（Hz） 
北線：38MVA、0～56Hz（550km/h） ３組 
南線：20MVA、 0～46Hz（450km/h） ３組 

 
超電導リニアにおいては、軌道への電力供給が「三重き電方式」と呼ばれる特有の方

式で行われている。車両の移動に合わせて給電区間を切り替えながら、３系統のうち２

系統の組合せで推進用の電力を供給しており、電磁界を発生する区間は車両の移動につ

れて移動するという特徴を有している。 
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山梨実
験線の

場合

453.6ｍ

20～30kmに１箇所の電力変換所

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３.１－５ リニア特有の電力供給システム（三重き電方式） 

 
② 電磁界の実測事例 

ア. 沿線における実測事例 

JR 東海が山梨実験線において実測した沿線における磁束密度の資料を引用し以
下に示した。 
超電導磁石が 500km/hで通過する際に地上で観測される磁界は約６Hzの超低周
波磁界となる。（500km/h＝139m/s、139m/s÷24.3m＝5.7/s≒6/s） 

 

出典：中央新幹線計画に関する説明会資料について 2.超電導リニアについて 磁界の影響、JR東海 

http://company.jr-central.co.jp/company/others/assessment/_pdf/lib10.pdf （以下、同じ） 
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沿線の２地点で測定された磁束密度は、停車時（0Hz）と 500km/hで通過時（約
6Hz）とで同じ値となっており、軌道と同レベルの測定点１で 0.19mT、高架下の測
定点２で 0.02mTであった。 

 

 
これら実測値は、ICNIRPのガイドライン値を下回る結果となっている。 
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イ. 車両内における実測事例 

環境影響評価とは直接関係しないが、車両内での実測事例を参考として以下に引

用した。 
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車両内では、自車の超電導磁石からの静磁界（0Hz）と、すれ違い車両の超電導
磁石からの超低周波磁界（約 12Hz：相対速度が地上での観測の２倍となる）の測定
が行われており、その結果はいずれも ICNIRPのガイドラインを下回るものであっ
た。 

 

 
ウ. その他 

その他の実測例についての情報は得られなかった。 
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２）上海トランスラピッド 

① 電磁界の発生源となる設備 

（営業距離：30 km、電磁吸引支持・地上一次リニア同期モータ方式） 
上海トランスラピッドにおいて電磁界の発生源となる設備の諸元について、以下に整

理した。 
 

ア. 車両 

・１列車あたりの車両数：５両 
・１車両における電磁石ユニットの配置数：片側８ユニット 
１ユニットあたりの電磁石数：12個 
・浮上推進用電磁石の諸元：電圧（V）、所要電力（kW）、起磁力（kA）、等 
（回答なし） 
・ガイド用電磁石の諸元：電圧（V）、所要電力（kW）、起磁力（kA）、等 
（回答なし） 

 
イ. 軌道 

・ガイドウェイ下部の鉄心コイルの諸元 
最大電流（A）：1200A（加速時）、400A（定速走行時） 
所要電力（kW）、起磁力（kA）：（回答なし） 

・非接触給電装置（電磁誘導）の諸元： 
入力電圧（V）、出力（kW）、発振周波数（kHz）：（回答なし） 
速度 80km/h 以上での走行時に非接触給電により電力供給が行われ、それより
も遅い速度においては、バッテリーでまかなっている。 

 
ウ. 電力供給施設 

・営業区間における変電所の設置間隔 
：およそ 30kmに１箇所（技術的限界としては 50kmに１箇所必要） 

・軌道への電力供給 電圧（V）、周波数の制御幅（Hz）：（回答なし） 
 

② 電磁界の実測事例 

ア. 沿線 

沿線静磁界の実測例によれば、高さ 5.8m の高架下における磁束密度は、軌道中

心から１m未満においては地磁気を上回る静磁界が測定されているが、３m以遠で
はほぼ地磁気と同程度（約 50µT）まで低減している。 
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資料提供：Reiner Köhler, Senior Engineer with ThyssenKrupp Transrapid GmbH 

 
沿線変動磁界（超低周波～中間周波）の実測例によれば、45Hzまでの低い周波数
において磁束密度は高く、305Hz以上の周波数ではごく低い値となっている。水平
距離別にみると、45Hzまでの周波数ではガイドウェイ直下よりも 3～4m離れた位
置の方が値が高く、10mまで離れると大きく低下している。 

 
資料提供：Reiner Köhler, Senior Engineer with ThyssenKrupp Transrapid GmbH 

 

イ. 車両内 

環境影響評価とは直接関係しないが、車両内での実測事例を参考として以下に引

用した。 
車両内静磁界の実測例によれば、床上 0.1mにおいて 60µTと地磁気よりも高い値

を示すが、座面高さ 0.5mでは 30µTとほぼ半減している。 
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資料提供：Reiner Köhler, Senior Engineer with ThyssenKrupp Transrapid GmbH 

 
車両内変動磁界の実測例によれば、全周波数の変動磁界は床上 0.1m で約 25µT、

座面 0.5mで約 15µTとなっている。 

 
資料提供：Reiner Köhler, Senior Engineer with ThyssenKrupp Transrapid GmbH 

 
ウ. その他 

固定装置付近の静磁界の実測例によれば、電源ケーブル真横（距離 0m）で最大 5µT
強の値が記録されている。機器ごとに測定された距離が異なるため、強度の比較は

難しい。 
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資料提供：Reiner Köhler, Senior Engineer with ThyssenKrupp Transrapid GmbH 

 

電源ケーブル   整流器   トランス  プラットホーム  制動抵抗器 電源ケーブル 



 26

３）リニモ（HSST） 

① 電磁界の発生源となる設備 

（営業距離：8.90 km、電磁吸引支持・車上一次リニア誘導モータ方式） 
ア. 車両 

・１列車あたりの車両数：３両編成 
・１車両における電磁石ユニットの配置数及び１ユニットあたりの電磁石数 

：モジュール片側５台を連続配置。１モジュールに U字型電磁石コイル４個 
・浮上用電磁石の諸元 
電圧（V）：DC275V 
最大電流（A）：定格 28.6A MDU出力 45A 
起磁力（kA）：8,700AT 
チョッピング周波数（Hz）：4,000Hz 

 
イ. 軌道 

・リニアモーターの諸元 
最大電流（A）：344A 
起磁力（kA）：データなし 
周波数の制御幅（Hz）：VVVF の周波数 0～90Hz 

 
ウ. 電力供給施設 

・営業区間における変電所の設置間隔：全区間 8.9kmで１箇所 
・軌道への電力供給 
集電靴方式、電圧：直流 1500V 
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② 電磁界の実測事例 

ア. 車両内 

愛知医科大学循環器内科 水谷登准教授がリニモ車両内における電磁障害の影響

の検討を行っており、その際の実測値を図 に示した。 
 
表 ３.１－１ リニモ車両内における磁界および電界強度 

 
注：出典資料では、「低磁界領域」の測定値を「直流磁界」の値とみなしている。 

出典：日本心臓ペースメーカー友の会「かていてる Vol.35 No.6」 

イ. 沿線 

「都市高速鉄道 東部丘陵線 環境影響評価事後調査報告書（第３回）」（愛知県・

名古屋市・愛知高速交通株式会社、平成 17年 11月）におけるリニモ供用後の沿線
における実測結果は下表のとおりであり、静磁界、超低周波磁界とも事前調査時と

ほぼ同水準となっている。 
 

表 ３.１－２ リニモ沿線における測定結果 

直流磁界（mT） 交流磁界（mT） 
調査点 地面からの

高さ（m） 事前調査 試運転時 供用時 事前調査 試運転時 供用時 
①藤が丘工場周辺 0 0.057 0.036 0.043 ND ND ND 
②はなみずき通駅周辺 1 0.048 0.031 0.049 ND ND 0.001 
③（都）高根線 1 0.057 0.046 0.046 ND ND ND 
④木入ヶ池公園駅周辺 1 0.049 0.041 0.039 ND ND ND 
⑤芸大通駅周辺 1 0.048 0.034 0.042 ND ND ND 
⑥万博八草駅周辺 1 0.049 0.053 0.049 ND ND ND 

出典：「都市高速鉄道 東部丘陵線 環境影響評価事後調査報告書（第３回）」 

（愛知県・名古屋市・愛知高速交通株式会社、平成 17年 11月） 

ウ. その他 

その他の実測例についての情報は得られなかった。 
 



 28

（３）超電導リニアから発生する電磁界の特徴 

（２）１）で整理した超電導リニアから発生する電磁界に関する情報を踏まえ、環境影

響を検討する上で考慮すべき特徴を整理すると次のとおりである。 
 

 超電導磁石から強い静磁界が発生（電界は極めて小さい） 
 500km/hで通過 → 地上では約 6Hzの超低周波磁界 
 地上コイルから約 50Hz以下の超低周波磁界が発生 
 これら磁界の発生箇所は車両とともに移動 
 １列車通過に要する時間は最短で３秒（500km/h） 

 
以上の整理から、環境影響評価で検討の対象とすべき電磁界の種類としては、「静磁界」

及び約 6Hzまでの周波数の「超低周波磁界」が挙げられる。人の健康への影響や防護対策
を検討する際には、これらの帯域を中心に情報の整理を行うこととする。 

 
山梨実験線沿線における実測結果によれば、静磁界（0Hz）及び超低周波磁界（～約 12Hz）

は同じ値を示し、線路脇において 0.19mT、高架下において 0.02mT であり、いずれも静
磁界及び超低周波磁界の ICNIRPのガイドライン値を下回っていた。 
また、参考として引用した車両内の磁束密度は、静磁界が 1.33mT、超低周波磁界（約

12Hz）が 0.11mTであり、同様に ICNIRPのガイドライン値を下回っていた。 
 
２.１ 電磁界に関する一般的な情報（３）において身の回りの磁束密度を整理したが、
その範囲は概ね以下のとおりであった。 

 
電気機器：0.00285mT（ヘアドライヤー）～0.0104mT（電気カーペット）［50～60Hz］ 
電力施設：0.00113mT（配電線の下）～0.01007mT（送電線の下での最大値）［同上］ 
医療機器：200mT～3000mT（3T）（MRI等）［0Hz（静磁界）］ 
地磁気 ：約 0.050mT（日本付近） 
 

静磁界については、線路脇ではバックグラウンドとなる地磁気の約 4 倍、高架下では約
0.4倍の値となっている。 
静磁界以外については、周波数が異なる点を度外視して単純に磁束密度を比較した場合、

超電導リニア沿線における磁束密度は、身の回りの電気機器や送電線から受ける最大のも

のの約２倍程度の値となっている。なお、健康への影響については周波数による違いもあ

ることから、必ずしも単純に影響が２倍とはならい点に留意する必要がある。 
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第４章  電磁界の人への健康影響の把握 

４.１収集資料 
（１）人への健康影響の観点 

電磁界による人への健康影響の観点から様々な情報提供を行っている国際組織である、

世界保健機構（WHO）、国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）の発行文書を収集し、
健康影響に関する一般的な知見を整理した。 

 
１）世界保健機構（WHO） 

WHOは、さまざまな電磁界の健康影響についての見解をファクトシート、情報シート、
環境保健クライテリアとして発表している。 
◇ファクトシート 
№181｢国際電磁界プロジェクト｣(1998/5) 
№182｢物理的特性と生体への影響｣(1998/5) 
№183｢無線周波電磁界の健康影響｣(1998/5) 
№184｢公衆の電磁界リスク認知｣(1998/5)  
№193｢携帯電話｣(2011/6) 
№201｢ビデオディスプレイ装置（VDUs）｣(1998/7) 
№205｢超低周波（ＥＬＦ）｣(1998/11) 
№226｢レーダと人の健康｣(1999/6) 
№263｢ＥＬＦ電磁界とがん｣(2001/10) 
№296｢電磁過敏症｣(2005/12)  
№299｢静的な電界および磁界｣(2006/3) 
№304｢基地局および無線技術｣(2006/5) 
№322｢超低周波電磁界への曝露｣(2007/6) 
◇情報シート 
｢中間周波（ＩＦ）｣(2005/2) 
｢電子レンジ｣(2005/2)  
◇環境保健クライテリア 
№232｢静電磁界｣ (2006/3) 
№238｢超低周波電磁界｣ (2007/6) 
 

２）国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP） 

ICNIRP は、電磁界を含む非電離放射線による健康被害について研究を行い、曝露限
度に関するガイドラインを公表している。 
◇ガイドライン 
静磁界の曝露限度値に関するガイドライン(2009) 
時間変化する電界および磁界への曝露制限に関するガイドライン(1Hz から 100 kHz
まで)(2010) 
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◇ファクトシート等 
静磁界の曝露限度値ガイドライン（Health Phys 96(4)：504-514；2009）に関するフ
ァクト シート 
ICNIRP ステートメント－ミリ波全身画像技術に係わる健康問題 
 

（２）動植物への影響の観点 

電磁界による動植物への影響に関する情報として以下のものを収集した。 
◇情報シート（WHO） 
｢電磁界の環境影響｣(2005/2) 
◇Effects of Electromagnetic Fields on the Living Environment（ICNIRP 2000年） 
◇電力中央研究所 研究報告書 U42 商用周波磁界の生物影響研究（平成 13年 4月） 
◇電力中央研究所 研究報告書 V04 中間周波磁界の生物影響評価（平成 24年 5月） 

 
 

４.２要約 
（１）人の健康への影響 

１）静電磁界による影響 

WHOファクトシート№299｢静的な電界および磁界｣(2006/3)より 
静磁界の急性の影響は、人の動き、または血流や心拍のような身体内部の動きなどの

運動が静磁界中で行われている時にのみ、起きる可能性が高まる。2T（テスラ）以上の
静磁界中で動く人は、目眩や吐き気、時には口内の金属味などの感覚、および閃光の感

知を体験することがある。一時的に生じるだけではあるものの、そのような影響は細心

の注意を要する作業を遂行中の作業者（例えば、MRI 装置内部で手術中の外科医）にと
って、安全上の影響を生じる可能性がある。 
静磁界は、血液中を移動する（イオンのような）電荷に力を及ぼすことで、心臓およ

び主要血管の周囲に電界および電流を発生させ、僅かながら血液の流れを妨げる。それ

によって生じる可能性のある影響としては、心拍数の僅かな変化から、（心室細動のよう

な）致命的な心臓リズムの異常（不整脈）のリスク上昇まで広範囲に及ぶ。ただし、こ

のような急性の影響は 8T以上の静磁界中でのみ起きる可能性がある。 
これまでのところ、質の高い疫学研究または長期的な動物実験研究がないため、mT
（ミリテスラ）レベルの静磁界への曝露でも何らかの長期的な健康影響があるか否かを

判断することはできず、現時点では、静磁界のヒトに対する発がん性は分類できていな

い（IARC、2002）。 
 
ICNIRP静磁界の曝露限度値ガイドラインに関するファクト シート 
静磁界と生体物質との相互作用の物理的メカニズムとして確立されたものは、磁気誘

導、磁界力学的相互作用および磁界電子相互作用の３つである。 
静磁界の生物学的影響の可能性について多数のインビトロ研究が行われており、細胞

配向、細胞成長、代謝活性、遺伝子発現などの評価項目が分析された。全体としてこれ
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らの研究は、磁束密度が数テスラまでの磁界曝露の有害影響の確実な証拠を示していな

い。動物実験研究は、約 4 Tまたはそれ以上の磁界で見られた嫌悪反応および条件回避
は前庭器官に起因すると考えられることを示している。 
約 0.1 T 以上の静磁界は流動電位を、心臓内部および周囲とその他の主要血管に、特
に著しく誘導するが、その健康に関する重要性は明らかでなく、また、8 T までの静磁
界曝露の神経学的影響または心臓血管機能、胎児発達、発がん、その他の評価項目への

影響に関して、臨床上重要なものは見いだされなかった。 
ヒトの実験研究では、8 T までの静磁界曝露の明白な生理学的影響は見いだされなか
ったが、例外として、収縮期血圧の小さな増加がみられた。モデル計算に基づけば、15 T
を上回る磁界レベルにおいてのみ臨床的に意味のある血流低下が予測される。ボランテ

ィア研究において、8 T までの静磁界曝露の、上記以外の心臓血管機能、体温、記憶、
会話、聴覚－運動反応時間への影響、または何らかの深刻な健康影響の証拠はない。目

と手の協応運動や視覚コントラスト感度への影響についていくつかの証拠がある。2-3 T 
の静磁界は、眼球や頭部を動かした時に吐き気、目眩、金属味、磁気閃光など一過性感

覚作用を起こす場合がある。その感受性は個人間で変動し、その作用は磁界内をより遅

く動くことによって、最小化または排除できる。 
静磁界曝露した人の長期的な健康に関する疫学的データはほとんどなく、MRI操作者

など潜在的な高度曝露群に関しては一つもない。利用可能な疫学的研究は、アルミニウ

ム精錬所や塩素アルカリ工場での作業または溶接工としての作業で数10 mTまでの静磁
界に曝露した作業者に関するもので、方法論的限界を有しているが、がん発生率、生殖

およびその他の調査項目において上記レベル曝露の強い影響を示していない。 
 

２）超低周波電磁界（ELF）による影響 

WHOファクトシート№322｢超低周波電磁界への曝露｣(2007/6)より 
短期的影響： 
高レベル（100µTを十分上回るもの）の急性曝露によって起きることが確認されてい

る生物学的影響があります。これはよく知られた生物物理学的なメカニズムによって説

明されています。外部の ELF 磁界は身体内に電界および電流を誘導しますが、その強
度が非常に高いと神経および筋肉の刺激および中枢神経系の神経細胞の興奮性の変化を

引き起こします。 
長期的影響： 

ELF 磁界曝露による長期的なリスクを調べた科学的研究の多くは、小児白血病に焦点
を当ててきた。2002 年、IARC は ELF磁界を「ヒトに対して発がん性があるかも知れ
ない」と分類したモノグラフを公表した。この分類は、ヒトにおける発がん性の限定的

な証拠があり、かつ実験動物における発がん性の証拠が十分ではない因子であることを

意味する（ELF 磁界以外の例ではコーヒーや溶接蒸気等が該当する）。このように分類
された根拠は、疫学研究のプール分析で、0.3～0.4µTを上回る商用周波の居住環境磁界
への平均的曝露に関連して小児白血病が倍増するという一貫したパターンが示されたた

めである。タスクグループは、それ以降に追加された研究によってこの分類が変更され
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ることはないと結論した。 
しかしながら、疫学的証拠は、選択バイアスの可能性など手法上の問題によって弱い

ものになり、加えて、低レベルの曝露ががん発生に関与することを示唆するような生物

物理学的メカニズムとして正当と認められたものはない。もしこのような低レベルの磁

界への曝露によって何らかの影響があるとすれば、それは今のところ未知の生物学的メ

カニズムによるものでなければならない。加えて、動物研究は主として影響なしとの結

果を示している。したがって、これら全てを考慮すれば、小児白血病に関連する証拠は

因果関係と見なせるほど強いものではない。 
小児白血病はかなり稀な疾患であり、全世界で一年間に新たに発生する症例数は、

2000年は 49,000人と推定されている。住宅内での平均磁界曝露が 0.3 µTを上回ること
は稀であり、そのような環境に住むのは、子供の 1％～4％であると推定されている。も
し磁界と小児白血病との関連が因果関係であるならば、磁界曝露が原因であるかも知れ

ない症例数は、2000 年の数値に基づいて、全世界で年間 100～2400 人の範囲と推定さ
れる。これは、同年の発生数の 0.2～4.95％に相当する。したがって、仮に ELF 磁界が
実際に小児白血病のリスクを高めるとしても、全世界的に考えれば、ELF 電磁界曝露が
公衆衛生に及ぼす影響は限定的と考えられる。 
 

３）中間周波電磁界による影響 

WHO情報シート｢中間周波（ＩＦ）｣(2005/2)より 
電磁界（主に電界）と生体との相互作用のメカニズムは、熱的および非熱的影響の両

方について十分に確立している。一定の曝露条件下で最も低いしきい値で起きる（熱的

あるいは非熱的の）有害な影響が制限の対象となる。IF範囲内で周波数が高い領域の強
電磁界は熱的損傷（一定時間、組織が高温に保たれることを要件とする比較的ゆっくり

したプロセス）を引き起こすことがあるが、最も明白な傷害は身体内部での急性電流曝

露が原因となり細胞膜の興奮が起こることです。この非熱的メカニズムは外部電磁界に

よって誘導される膜電位の変化の結果生じるものであり、例えば、末梢神経および筋細

胞の刺激などを起こす。もう一つのメカニズムは電気穿孔である。これは、電磁界によ

って細胞膜内外間に誘導された過剰な電位により、可逆的あるいは不可逆的に細胞膜に

穴が開くことである。この方法は電気ショックによる組織損傷を起こすことがあるが、

治療を目的として短い電界パルスにより人体組織への薬物透過性を高める研究も行われ

ている。 
外部の IF 電磁界は身体内部にこれらの影響を引き起こすが、それは典型的な環境電
磁界レベルよりも何倍も高い電磁界強度においてのみ起こるものである。 
 

４）高周波電磁界による影響 

WHOファクトシート№183｢無線周波電磁界の健康影響｣(1998/5)より 
RF（無線周波数 Radiofrequency）電磁界曝露は身体組織に熱を生じさせることがあ
る。熱を生じさせることは高い周波数範囲（10 MHz 以上）の RF 電磁界での主な相互
作用である。 
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国際電磁界プロジェクトが主催した WHO の科学的レビュー（ミュンヘン、1996 年
11 月）の結論は、現在の科学的文献によれば、RF 電磁界曝露が人の寿命の短縮、がん
の誘発または促進を起こすことについての説得力のある証拠はない、というものである。 
しかし、同レビューでは、健康リスクのより完全な把握のため、特に低レベルの RF
電磁界曝露によるがんリスクの可能性について、一層の研究が必要であることも強調し

ている。 
 

（２）動植物への影響 

１）ＷＨＯによるレビュー 

WHO情報シート｢電磁界の環境影響｣(2005/2)より 
動物への影響： 
動物を用いた電磁界影響の研究の大半は、人の健康への有害な影響の可能性を調べる

ために行われてきた。これらの研究は、毒性学研究に用いられる標準的な実験動物、例

えばラットおよびマウスで一般的に行われるが、遺伝毒性的影響を調べるために寿命の

短いハエなどの種を用いた研究もある。一方、電磁界が野生動物および家畜などの動物

種に対し有害な影響を及ぼすか否かについては、以下の動物種で検討されている。 
・ 方位確認および飛行の手がかりに用いられると思われる要因の 1 つとして、自然
の静磁界（地磁気）を頼りにしている動物種。個別には、特定の種類の魚・爬虫

類・ほ乳類、および渡り鳥など。 
・ 電力線（50/60Hz） の下または放送用アンテナ近くに放牧されている家畜（豚、
羊、牛など）。 

・ 高出力無線周波アンテナの主ビームおよびレーダビームを通り抜けるか、または

電力線近傍の高強度の超低周波電磁界を通り抜けることがある飛行動物（鳥およ

び昆虫など）。 
今日までの研究からは、ICNIRP のガイドラインを下回るレベルで、電磁界が動物相
に影響を及ぼすことを示す証拠はほとんど見出されていない。特に、電力線下で放牧さ

れている牛に対する有害な影響は見出されていない。一方、1 kV/m を上回る電界内で
昆虫の飛行能力が弱まることは知られているが、そのような影響が顕著に見られるのは、

導電性の巣箱を電力線の直下に置かれたミツバチのみである。絶縁も接地もせずに導体

を電界中に置くと、その導体は電荷を帯びて、動物、鳥類および昆虫類に傷を負わせた

り、行動を混乱させたりする。 
植物への影響： 
植物および作物を 50-60Hzの電磁界に曝露させた野外研究では、環境中で通常見られ
る電磁界レベルでも、また、最高で 765 kV 電力線直下の電磁界レベルにおいてさえも
影響は見られていない。ただし、植物の成長に影響を与える環境条件（土壌、天候など）

の規定要因は変動するため、電界曝露によって生じたかも知れない弱い影響は観測でき

なかったとも考えられる。ICNIRP のガイドラインレベルを大きく上回る電界強度で、
葉の先端部でのコロナ放電により樹木の損傷が起こることはよく知られている。そのよ

うなレベルの電界は超高圧電力線の導体の直近でしか見られないものである。 
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水生生物への影響： 
すべての生物は地球の磁界（地磁気）に曝露されているが、海洋動物は、それに加え

て地磁気の中を運動する潮流によって生じる自然の電界にも曝露されている。海中のサ

メやエイ、また淡水中のナマズなど電気感受性をもつ魚類は、電気的感覚器を用いて微

弱な電界に反応して体の向きを定めることができる。何人かの研究者は、海底送電ケー

ブルに極めて接近した区域では、ケーブルからの人工電磁界がこれらの動物の探餌行動

と航行能力を妨害するかも知れないことを示唆している。しかし、回遊魚（例えば、サ

ケおよびウナギなど）および海底に生息する比較的移動の少ない動物（例えば軟体動物

類）に対する海底ケーブルの影響を評価した今日までの研究では、大きな行動学的また

は生物学的な影響は見出されていない。 
結論： 
陸域および水域生態系に対する電磁界のリスクを取り扱った研究の数は限られている

が、それらの研究からは、極めて強力な発生源の近くでのいくつかの影響以外には、大

きな環境影響の証拠はほとんどあるいは全く示されていない。現在の知識によれば、人

の健康を防護するための ICNIRP ガイドラインに定められた曝露制限値は環境も保護
していると考えられる。 
 

２）電力中央研究所 

① 商用周波磁界の生物影響研究（平成 13年 4月） 

商用周波磁界の健康影響に関する基礎的知見を蓄積するとともに、本問題の関連情報

を客観的かつ練合的に分析・評価し、その成果を社会に発信することを目的として、1990
年代中葉以降の主たる当所の研究成果（研究・調査報告書 40 件、国内外学会発表論文
62件）を取りまとめた。 
1生物学研究 
商用周波磁界曝露による生体影響現象の探索を目的に、研究作業仮説に基づき、細胞、

微生物、実験動物に 50Hz商用周波磁界（*）を曝露して、以下の結果を得た。 
（1）細胞・分子レベル 

1）細胞内情報伝達・ラット免疫担当細胞における細胞内カルウムイオン濃度には、0.1
～5mTの磁界曝露による影響はみられなかった。一方、ヒト白血病細胞におけるチ
ロシンキナーゼのリン酸化は、14mT（通常の生活環境の 1 万倍程度）の磁界曝露
により反応の増加がみられたが、14mT以下ではみられなかった。 

2）遺伝子：大腸菌、酵母における遺伝子発現には、それぞれ 14mT、300mT の磁界
曝露による影響はみられなかった。また、大腸菌、サルモネラ菌を用いた変異原性

試験においても、14mTの磁界曝露による影響はみられなかった。 
（2）生体防御・調節系レベル 

1）免疫機能：マウス免疫担当細胞のサイトカイン産生能や異物貪食能に 1～14mTの
磁界曝露による影響はなく、マウスを用いたサイトカイン産生においても 1～350µT
の磁界曝露による影響はみられなかった。 

2）ホルモン：ヒヒやラットにおけるメラトニン、テストステロンの分泌に、1～350µT



 35

の磁界曝露による再現性のある影響はなかった。 
（3）疾病/障害 ヒヒやラット、ハムスターを用いた神経障害（社会・学習行動）、生
殖機能、腫瘍（がん）に関する実験で、7～350µT の磁界曝露による影響はみられ
なかった。 

 
当所で実施したこれまでの研究結果、および、内外の研究機関における生物学的、疫

学調査結果を総合的に分析・評価し、「少なくとも現在の生活及び職場環境における商用

周波磁界が、ヒトの健康に悪影響を与えるという科学的根拠はない」との認識に達した。 
 
注）* 細胞・分子レベルの研究では、一部の研究で「数 µT(10mG）オーダーで影響あり」と報告さ
れているが、その再現性は確認できていなかったため、どのレベルから再現性のある影響が発現

するのかを明らかにすることを目的として、多くの実験で最大 14mT（生活環境レベルの約 1
万倍程度）の曝露実験を行った。一方、実験動物を用いた研究では、再現性のある腫瘍促進効果

が 100µTでみられたとの報告が出されたことから、多くの実験で、この強度を含む複数の磁界
強度を同時に設定し、強度依存性の生体反応の有無を明らかにすることを目的として曝露実験を

行った。 
 

② 中間周波磁界の生物影響評価（平成 24年 5月） 

中間周波磁界注 1）を利用した電磁誘導加熱器などの電気機器注 2）が一般家庭に普及する

につれ、その健康影響に関する社会的関心が高まっている。 
発がん性の初期スクリーニング試験として、遺伝毒性とプロモーション作用の有無を

遺伝毒性試験および形質転換試験で明らかにすること、生殖発生毒性については、鶏胚

あるいはげっ歯類（ラット）を用いた生殖発生毒性試験を行い、その影響を明らかにす

ることを目的とした。 
1細胞を用いた発がん性に関する初期スクリーニング試験 
（1）遺伝毒性試験 

2kHz（0.91mT（ICNIRP ガイドライン注 3）の 23 倍））、20kHz（1.1mT（同 41
倍））あるいは 60kHz（0.11mT（同 41倍））の中間周波磁界の遺伝毒性は、点突然
変異や組換え、欠失などの染色体異常について、微生物、ヒトを含む動物培養細胞

を用いて評価した。その結果、曝露した中間周波磁界に遺伝毒性はないことが明ら

かとなった。 
（2）プロモーション作用に関する試験 

がん遺伝子が導入されたマウス由来細胞を用いた形質転換試験により、上記中間

周波磁界のプロモーション作用の有無を評価した。その結果、曝露した中間周波磁

界にプロモーション作用はないことが明らかとなった。 
2 実験動物を用いた生殖発生毒性試験 
（1）鶏胚を用いた発生毒性試験 

20kHz（1.1mT）あるいは 60kHz（0.11mT）の中間周波磁界を、鶏胚の発生開始
から発生初期、器官形成期、器官成長期、および、ふ化前まで曝露した結果、発生

への影響はないことが明らかとなった。また、既知の催奇形性物質を投与後に磁界

を曝露した試験から、磁界は催奇形性物質による発生異常を増強しないことが明ら
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かとなった。 
（2）ラットを用いた生殖発生毒性試験 

ラットの胚および胎児の発生期間における器官形成期（妊娠 7～17日）に、20kHz
（0.20mT）あるいは 60kHz（0.10mT）の中間周波磁界を曝露したが、磁界はラッ
トの発生過程に影響を与えないことが明らかとなった。また、雌雄親ラットを交配

前 2週間、交配中および妊娠 7日目までの着床前期に曝露した試験でも、磁界は親
の受胎能および初期胚の発生に影響を与えないことが明らかとなった。 

 
以上の結果から、本研究で用いた高い磁束密度の中間周波磁界は、細胞レベルでは発

がんに至る遺伝毒性（イニシエーション作用）、プロモーション作用機構に寄与しないこ

とが明らかとなった。また、実験動物の正常な胚発生において奇形などの発生異常を増

加させることはなく、不妊や流産などの生殖機能の異常も引き起こさないことが明らか

となった。 
 
注1 WHOの定義による中間周波帯は、300Hz～10MHzを指している。 

注2 電磁誘導加熱を利用した家電製品では、主に20kHzや60kHzの磁界が用いられている。また、

細胞研究で使用した2kHzは鉄道などのインバータから発生する周波数である。 

注3 2010年に国際非電離放射線防護委員会によって改訂された1Hz－100kHzの電磁界に対する

一般公衆に対するガイドライン。曝露磁界は本装置の最大磁界であり、これを用いること

で、IF磁界の安全性評価を行うために、既往の研究に比べ十分に高い曝露条件で実験が可

能である。 
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４.３専門家へのヒアリング 
（１）ヒアリング調査実施状況 

電磁界による人への健康影響に関する知見を、分子生物学、疫学、体内植え込み型機

器、過敏症の観点から得るため、下表に示す専門家を対象にヒアリングを実施した。 
 
表 ４.３－１ 電磁界の人への健康影響に関するヒアリング実施状況 

氏名 所属 専門分野 ヒアリング期日 ヒアリング事項 

池畑政輝 

（財）鉄道総合技
術研究所 人間
科学研究部 生
物 工 学 研 究 室 
主任研究員 

分子生物学、
鉄道技術 

2012 年 12 月 25 日
（火）13:30～ 

・電磁界の曝露による生体影
響のメカニズムについて 

・リニアから発生する電磁界
による健康影響の可能性に
ついて 

宮越順二 

京都大学 生存圏
研究所 生存圏電
波応用分野 特定
教授 

電磁波生命科
学、放射線生
物学、分子細
胞生物学 

2013 年 1 月 9 日
（水）14:00～ 

・電磁界の曝露による生体影
響のメカニズムについて 

・リニアから発生する電磁界
による健康影響の可能性に
ついて 

山口直人 
東京女子医科大
学大学院 教授 

疫学、公衆衛
生学 

2013 年 1 月 11 日
（金）13:30～ 

・疫学の観点からみた電磁界
の曝露による健康影響につ
いて 

・リニアから発生する電磁界
による健康影響の可能性に
ついて 

豊島 健 

USCI ホールディ
ングス(株) 
日本メディトロ
ニック株式会社 

体内植え込み
型機器のEMC※

技術 

2012 年 12 月 17 日
（月）14:00～ 

・電磁界の曝露によるペース
メーカー等の機器への影響
について 

・リニアから発生する電磁界
による影響の可能性につい
て 

宮田幹夫 
北里大学名誉教
授 

化学物質過敏
症 

2012 年 12 月 19 日
（水）13:30～ 

・電磁過敏症の症例について

・リニアから発生する電磁界
による健康影響の可能性に
ついて 

※Electro-Magnetic Compatibility（電磁的な不干渉性） 

 
（２）ヒアリング結果 

１）池畑政輝氏 

日時：平成 24年 12月 25日（火）13:30～ 
場所：（財）鉄道総合技術研究 
参加者：鉄道総合技術研究所 人間科学研究部 生物工学 主任研究員 池畑 政輝氏 

（株）プレック研究所 村瀬、柴田 
議事要旨： 

① 電磁界の曝露による生体影響のメカニズムについて 

・あくまでも実験の状況証拠からの推測であるが、強い静磁界（1～5T）への曝露によ
り、生物に対し酸化的ストレス的なものがかかるのではないかというデータが得られ
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ている。スピン化学の分野では、ある特殊なラジカルを経由する化学反応に強い外部

磁界がかかると、ラジカルの励起状態の遷移に影響し、その結果化学反応により得ら

れる化合物の収率が変わるということが見られる。生物影響に関して得られたデータ

を解釈する際にそういうことも関係するのではないかと考えている。 
・WHOや ICNIRPのガイドライン等において科学的に認められている生体影響のメカ
ニズムとしては、低周波側では刺激作用、100kHz 以上では熱吸収作用などが挙げら
れる。 

・商用周波数（50～60Hz）の電磁界が小児白血病の発症リスクをわずかに高めるとする
疫学研究事例がある。ただし、手続き上やむを得ない交絡因子などの影響が排除しき

れていないため、科学的な根拠としては弱い。また、疫学研究で得られているリスク

を動物実験などで再現することは難しく、細胞レベルでの詳細な研究においても、生

体影響のメカニズムを説明するまでには至っていない。 
・iPS 細胞の利用など、現在進展著しい研究手法を応用し、白血病をより具体的に研究
する環境が整えば、この分野の研究が進むのではないか。 

 
② リニアから発生する電磁界による健康影響の可能性について 

・リニアの超電導磁石から発生する磁界の強さは、磁石の表面で考えた場合、MRIと比
べても遜色ないレベル（MRIの方が少し強い程度）。なお、研究段階のMRIでは、磁
界の強さが 7~９Tくらいの装置も開発されていると聞いている。 
・具体的な超電導磁石の磁界の強さは、電磁石の表面付近で 1T程度である。 
・強い静磁界が高速で通過することに伴いパルス状の変動磁界が発生するが、実際に発

生するパルスの波形は滑らかであり、矩形のいわゆるパルス状ではない。 
・ペースメーカーに関するメーカー側の自主的なガイドラインにおいて、1mTでの動作
が問題ないことを保証する製品規格がある。これとは別に、病院におけるMRI検査室
付近で一般の方がアクセスできる場所の磁界の強さを 0.5mT 以下とする自主規制が
ある。 
・リニアでは、複数の発生源から異なる周波数の磁界が発生すると考えられる。静磁界

や個々の周波数での影響が出なくても、それらが組合わさった条件でも影響が出ない

とは言い切れない。そのため、乗務員や乗客への健康影響を評価する際には、実際に

生じる条件を想定した評価が必要である。 
 

③ 中央リニア新幹線の環境アセスメントで留意すべき事項 

・基本的に、超電導磁石からの離隔を確保できれば、磁束密度は短期曝露による神経刺

激などの健康影響がない水準まで下がると考えられる。 
・リニアから発生する電磁界としては、静磁界及び低周波電磁界が注目されているが、

高周波成分についても審査する上では考慮した方がよいと思われる。（例：事業者に高

周波や高調波成分の検出状況を確認する等） 
・リニア車両への非接触集電の際に、kHz帯の電磁界が発生する。沿線に対する影響は
小さいと思われるが、審査する上では考慮したほうがよい。kHz帯の電磁界について
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の研究事例数は、商用周波数帯（50/60Hz）や携帯電話の周波数（GHz）と比べて少
ない。ただし、IH調理器の研究等、近年増えている。 
・リニアによる磁界の測定結果（小委員会資料）を見ると、数値の範囲が 0～1.5mT で
ある。ペースメーカーの自主ガイドライン値 1mTと近いため、ペースメーカーに対す
る影響は考慮すべき点といえる。ただし、近年、電磁界に耐性を持つペースメーカー

も開発されてきている。 
・リニア沿線の磁界の強さは 0.2mT 程度であるが、地磁気（0.05mT）と比べると大き
いため、地磁気を利用する動物（例：微生物、伝書鳩、ミツバチ）への影響が生じる

可能性がある。例えば、沿線近くに養蜂家がいる場合など、実際に苦情が発生する可

能性があるという点に留意した方がよいかもしれない。 
 

④ 参考となる文献資料等について 

・ICNIRP が、0～1Hz 帯におけるガイドラインを作成中。これは、MRI 等の強い静磁
界の中で人が動くようなケースを想定したもの。 

・低周波やｋHz帯の電磁界に関する論文はいくつか出ているが、特に大きな影響力を持
つようなものはない。 

 
⑤ その他 

・鉄道の場合、発生源と人との距離が近いため、人が受ける電磁界は送電線から発生す

るものよりも強い傾向にある。ただし、曝露される時間は短い。磁界の影響を個人曝

露評価によって研究した例では、生活時間帯の中で朝夕の通勤時間帯において曝露量

が多いという結果が得られている。 
・WHO は、科学的に確立された知見に基づかない政策（例：科学的根拠もなく WHO
の制限値の半分を規制値とする等）を推奨していない。しかし、実際に、海外におい

て政治的な観点から設定された規制値の例は存在する。 
・電磁界過敏症については、主に携帯電話等の周波数帯が問題となっているが、症状の

訴えはあるものの病気としては分類されていない状況。人を使った実験でも電波を感

じることができた被験者はいなかった。東海大学の坂部先生が化学物質も含めて過敏

症の症例を全国的に集め研究をされると聞いている。 
・上海のトランスラピッドや愛知のリニモは磁気回路が構成される浮上方式のため、磁

界が外部に漏れにくいが、超電導リニアはそれに比べると、電磁界が外部に漏れやす

い構造であり、漏洩磁界が十分減衰するための用地確保などの対策が取られるとのこ

とである。 
 



 40

２）宮越順二氏 

日時：平成 25年 1月 9日（水）14:00～ 
場所：京都大学宇治キャンパス 
参加者：宮越順二 京都大学特定教授 

（株）プレック研究所 村瀬 
議事要旨： 

① 電磁界の曝露による生体影響の種類・メカニズムについて 

・静磁界に特化してお話することとしたい。 
・通常、人はMRIの強い静磁界に入っても平気だが、そこに入るには強い磁界勾配の場
を通る必要がある。そのような強い磁場勾配があるところに長く留まった場合、細胞

や遺伝子等へ影響があることが、超電導磁石を用いた研究で報告されている。 
・静磁界そのものがかなり強くても、それが変動しなければ、人はほぼ安全な状態を保

つことができると考えられる。 
・５T を超えるような静磁界では、細胞レベルで配向と呼ばれる現象が生じ、チューブ
リン等の細胞骨格を決めているものが磁束方向に並ぶことにより、細胞も一方向に並

んでしまう。再生医学では、この現象を利用して筋肉等の再生する組織の細胞を配向

させる研究も行われている。 
・また、数 Tレベルの強い静磁界の下で、大腸菌の酸化ストレスに強い株と弱い株を用
いた実験を行い、酸化ストレスが生じることを示した論文は我々のグループでも発表

している。 
・人は種々雑多なものがある環境で生きており、そうした外的因子が静磁界と一緒にな

った時に「複合効果」や「併用効果」が生じる可能性があるが、そうした観点からの

生体影響に関する実験データの報告は多くない。 
・IARC による静磁界と ELF（超低周波）の発がん性に関する評価は 2002 年に行われ
ており、ELF磁界は２B（ヒトに対する発癌性があるかも知れない）に区分されたが、
静磁界についてはデータが少なく、決めきれないことから３（ヒトに対する発癌性が

分類できない）に区分された。 
なお、IARCによる高周波に関する発がん性評価は 2010年 5月に済んでおり、間もな
くモノグラフが公表される見込み。 

 
② リニアから発生する電磁界による健康影響の可能性について 

・リニアから発生する１mT 程度の静磁界そのものによる健康影響は、ペースメーカー
への影響を除けば、ほとんど考えにくい。 

・ただし、静磁界に他の要因が加わり「相乗作用」が生じた場合にはひとつひとつは効

果がなくても、合わさった時に影響が大きくなる可能性はある。たとえば、細胞レベ

ルの実験において、７mTの静磁界と FeCl2の存在下で DNAの損傷が有意に増えると
いう論文が出ている。 
・mT レベルの静磁界であっても、相乗作用をもたらす要因が体内に入ったり体内に存
在する可能性があるような場合には、安全と断言することはできない。相乗作用をも
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たらす要因について、論文を中心に調べ、必要と判断されれば、再現実験を含む新た

な研究をしなければならない。 
 

③ 中央リニア新幹線の環境アセスメントで留意すべき事項 

・磁界に関係しないことだが、騒音や振動によるストレスが人の健康に及ぼす影響が気

になる。風力発電における低周波音も同様であり、リニアにおいてもそうした問題が

ないかは留意すべきである。 
・上海トランスラピッドに乗車したことがあるが、郊外を走っているため、沿線に家が

あるような状況ではなく、電磁界による影響は気にする必要がない状況であった。リ

ニア新幹線も路線から一定の距離を敷地として確保するのであれば、あまり問題はな

いのではないか。 
・一般の人は、ガイドラインというものは、安全を保障する制限と理解している場合が

多いが、たとえば携帯電話のガイドラインは脳腫瘍が起きない安全レベルを定めたも

のとはなっていない。ガイドラインは、不確実な影響まで考慮すると際限がなくなっ

てしまうため、確実な影響に基づいて定められているものである。 
・不確実な影響については、メカニズムに関する更なる研究が必要であり、WHO はそ
れを推奨している。 

・例えば、静磁界ではないが、0.4µT 以上の低周波磁界で小児白血病が 2 倍になるとい
う疫学的研究は繰り返し報告されており、そのメカニズムに関する研究が必要といわ

れている。EUでは、昨年から Arimmoraと呼ばれる小児白血病のメカニズムを研究
するプロジェクトがスタートしている。 
・低レベルの放射能による健康影響も同様だが、電磁界についてもリスクコミュニケー

ションが重要。特に沿線の住民にとっては一生の問題であるため、十分な説明が必要。 
 

④ 参考となる文献資料等について 

・何らかの影響が見られたという論文はいくつか我々のグループでも発表している。 
・静磁界による細胞レベルでの生体影響については、2006年のレビュー「The review of 

cellular effects of a static magnetic field」である程度整理できている。 
 

⑤ 提供いただいた資料 

題名：The review of cellular effects of a static magnetic field 
著者：Junji Miyakoshi 
出典：Science and Technology of Advanced Materials 7(2006)305-307 
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３）山口直人氏 

日時：平成 25年 1月 11日（金）13:30～ 
場所：東京女子医科大学 
参加者：東京女子医科大学 医学部 衛生学公衆衛生学第二講座 山口 直人教授 

（株）プレック研究所 村瀬、柴田 
議事要旨： 

① 電磁界への曝露と健康影響との関連性について（疫学研究事例や明らかになっている知

見） 

・1979年、米国コロラド州において、ワートハイマー氏とリーパー氏により、商用周波
数の電磁界と小児ガンに関する症例対照研究が行われた。これが電磁界の健康影響に

関する最初の疫学研究事例である。同研究では、「商用周波数（50～60Hz）の電線配
置から推定される電磁界が高い場所に住む子供は、そうでない子供と比べ、小児ガン

の発症率が高い」と報告された。同研究をきっかけに、その後、世界中で様々な研究

が進められてきた。 
・小児白血病となる確率は年間 10万人に 4人程度である。日本では数百人しかおらず、
研究を行うには十分なサンプル数ではない。そのため、多くの既往研究で使用された

データを蓄積し分析する「プール分析」と呼ばれる手法が用いられている。9 カ国で
の研究データに基づくプール分析（2000 年、アールボム氏）では、「0.4µT 以上で小
児白血病が 2倍」と報告された。日本での症例対照研究結果（2006年、兜氏）におい
ても、類似の結果が報告されている。 
・症例対照研究では、オッズ比(OR)を求めることで症例群と対照群にリスクの差がある
かどうかを見る。OR＝（高曝露での発症者数/低曝露での発症者数）/（高曝露での非
発症者数）/（低曝露での非発症者数） 

・上述の「0.4µT」は、高曝露と低曝露を区分する際の区分値であり、健康影響が出るか
どうかの観点で求められた閾値ではない。0.4µT 以上の曝露グループとそれ以下のグ
ループで健康リスクに有意差が出たことを示す。 

・症例対照研究の結果の解釈に際しては、セレクションバイアスに注意する必要がある。

セレクションバイアスとは、症例群の被験者集団が特定の曝露状況に偏ってしまうこ

と（送電線近くの患者の協力が得られやすい、遠くの患者の協力が得られにくい、な

ど）で、症例群の曝露状況が患者母集団を正しく反映できないことを指す。 
・小児白血病に関する症例対照研究に関しては、セレクションバイアスの可能性がある

こと等が考慮され、2002年の IARCのモノグラフではグループ 2B（発ガン性がある
かもしれない）と評価されている。この評価は、2007年のWHOによる国際電磁界プ
ロジェクトの結果でも変わっていない。 
・商用周波数の電磁界に関し、白血病に次いで多い研究テーマとして、子供の脳腫瘍に

関する研究がある。ただし、IARCのモノグラフではグループ 3（発がん性が分類でき
ない）と評価されている。また、大人を対象とする研究としては、電線作業員の白血

病に関する研究がある。こちらもグループ 3と評価されていると聞いている。 
・経済産業省が設置した電力設備電磁界対策ワーキンググループ（2008年、山口先生は
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委員として参加）では、磁界への長期曝露と小児白血病との関連性については因果関

係が不明であるため、規制の根拠にはならないと判断した。なお、強い低周波磁界に

よる急性影響に関しては組織への刺激作用という形で因果関係が確認されているため、

規制が設けられている。 
・電気鉄道の作業員を対象とした疫学的研究があったと聞いているが、はっきりしたデ

ータは出ていなかったように思う。 
 

② 電磁界の種類や強度の違いにより懸念される健康影響について 

・MHzレベルの高周波では、生体への熱作用が確認されている。商用周波では、熱作用
はないが刺激作用がある。 

・携帯電話等に使用される高周波数の電磁界と脳腫瘍に関する症例対照研究では、「累積

使用時間が 1,640 時間以上で神経膠腫のリスクが 1.4 倍になる」と報告されている。
ただし、高周波の電磁界に対する IARCの評価はグループ 3である。 
・高周波数の症例対照研究は、（山口先生の研究グループで）現在進行中である。なお、

携帯電話の電磁波の出力は、技術進歩により低下しており、また、スマートフォン普

及により直接耳に当てる頻度が減っている可能性もある等、全体的な曝露量としては

減っているかもしれない。 
 

③ 中央リニア新幹線の環境アセスメントで留意すべき事項 

・電磁過敏症については、電磁界による健康影響が科学的に立証されているわけではな

く、正式な病気としては認知されていない。環境アセスメントでは過敏症に対する影

響まで評価する必要があるのか？  
・微弱な低周波電磁界による小児白血病への影響など、因果関係が不確かな影響につい

ては、国としてどういうスタンスで取り組むかが明確になっていないため、評価が難

しいのではないか。 
 

④ 参考となる文献資料等について 

・WHO ファクトシートの他、商用周波数の電磁界に関する IARC の見解をまとめたも
のとして「Extremely Low Frequency Fields Environmental Health Criteria 
Monograph No.238」がある。 

・電磁界情報センターウェブサイトでは、電磁界の健康影響に関する情報が整理されて

おり、参考になる。 
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４）豊島 健氏 

日時：平成 24年 12月 17日（月）14:00～15:00 
場所：株式会社エムシー幡ヶ谷オフィス 
参加者：USCIホールディングス（株） 

CRDMビジネスユニットテクニカルフェロー 豊島 健氏 
（株）プレック研究所 村瀬 

議事要旨： 
① 超電導リニアから発生する電磁界によるペースメーカーへの影響について 

・1990年から 10年に一度くらいの頻度でＪＲ東海から相談を受けている。 
・車内の静磁界については、1990 年頃に指摘した内容について、2000 年頃山梨実験線
で実地検証を行っている。 
・ペースメーカーには動作チェックのための磁気スイッチがあり、ある程度の強さ（50
ガウス程度）の静磁界で磁気スイッチが入り、信号を出す。ペースメーカーの規格で

は、10ガウスまでの静磁界で磁気スイッチが入らないように規定されており、逆に言
うと 10ガウスを超える静磁界の元では磁気スイッチが作動してしまう可能性があり、
注意が必要。 

・ペースメーカーの電極のリード線は血管に沿って円弧を描く形で体内にあり、超電導

磁石等の強い静磁界を発生するものが高速で付近を通過する際に、１回巻きのコイル

として働いてしまう場合がある。ホームでの通過待ちや乗車中におけるすれ違いなど

がこれに該当する。１個の磁石が１回通過する毎に１つの心電図に似た雑音が出て、

時速 500kmで 16両の車両があると、数秒間にわたってペースメーカーを停めてしま
う恐れがある。 
・車両には磁気シールドを設置することとしており、これにより変動磁界についても防

御できるのではないかと考えている。 
 

② 電子機器への影響に関する規制の状況について 

・電子機器を対象とする電磁界の漏れ等に関する規格としては、IEC 等があり、機器の
マニュアル等に当該製品がどの様な規格に適合しているかを列記してある。それらを

検索すれば、規格について調べることが可能。 
 

③ 電子機器への影響に関する防護対策について 

（以下は「電波防護指針」における防護方法） 

・遮断・絶縁：山梨実験線で車内における床からの磁力線を調べた際には、比較的低い

水準であった。磁気シールドにより車内への磁界の漏れが遮蔽されたためと思われる。 
・距離制限：すれ違い時の車両間の距離を確保するのは、物理的に難しいと思われる。 
・時間制限：すれ違い時間を短くできればよいが、走行速度の限界がある。 
・電力制限：磁気浮上走行に必要な磁界の発生が不可欠であるため、電力の制限は難し

い。 
・安全管理：ホームにおけるシールドの設置等の対策が考えられる。 
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④ その他 

・ペースメーカーへの電磁干渉の試験は、ペースメーカーが非常に雑音の影響を受けや

すい状況を想定して行っている。 
・MRIでは、1.5T、3Tといった強さの電磁石が用いられており、研究用では 9Tなどと
いうものもある。超電導マグネットとしてはそういった強さがあり得る。 
・超電導マグネットからの距離と磁界の強さのデータをＪＲから提供してもらい、車両

内におけるペースメーカーへの影響をシミュレーションしたことがある。その後実地

で計測を行ったが、おおむね予測した結果が再現された。環境影響評価でも磁界によ

る影響のシミュレーションが有効かも知れない。 
・シミュレーションまでしなくても、超電導マグネットの大きさ、配置間隔、磁界の強

さ、走行速度等の条件がわかれば、沿線での変動磁界の出方を計算で求めることがで

きる。 
・超電導リニアにだけ気をとられていてはいけない。既存の鉄道施設でも車内の座席の

近くにあるインバーターから漏洩磁界が出ている場合もあり、ペースメーカー使用者

には注意が必要。 
・通常の電車のモーターは大きな装置だが、磁力線の漏れは比較的少ない。また、常電

導のリニアモーター自体は、線路近くの低い位置にあるため、車両内への磁力線の漏

れは低いレベルにある。 
・誘導型インダクションモーターには注意が必要。音は静かで力はないが、磁力線の漏

れが大きい。一般に、磁力線の漏れが大きいことは効率の悪さにつながる。 
・磁束密度はテスラ（T）で表すが、同じ磁束密度でも磁石自体が大きければ、磁力線の
数は大きくなる点に注意が必要。 
・盗難防止ゲートから出る磁束密度は小さいが、コイルが大きいため、ペースメーカー

にとっては影響が大きい。 
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５）宮田幹夫氏 

日時：平成 24年 12月 29日（水）18:00～ 
場所：上島珈琲渋谷三丁目店 
参加者：北里大学名誉教授 そよ風クリニック 宮田幹夫先生 

（株）プレック研究所 村瀬 
議事要旨： 

① 電磁界過敏症の症例について 

・公衆衛生関係で電磁界に詳しい基礎的なことがわかる医者は多くない。旭川医大の公

衆衛生の教授（名前は失念）、東海大学の解剖学の坂部教授くらいではないか。 
・日本国内では電磁界過敏症の患者数の統計は出ていない。尚絅学院大学の北條祥子先

生と東北大学応用物理の本堂毅先生のグループが患者数の推計を行っており、来年く

らいに報告があるのではないか。 
・スウェーデンの調査例では、回答率 75％のうち 1.5％が過敏症であり、全国民の１％
前後が過敏症と考えられる。日本でも同程度ではないかと推察される。 
・電磁界過敏症の患者には本物と偽物がいて診断が難しい。 
・本物の患者の中にも、即発性・遅発性、電界と磁界で反応が違う場合など様々なパタ

ーンがあり、混沌としている。携帯電話などの高周波の電磁波に反応するケースが比

較的多い。 
・電磁界過敏症を訴える人の中には、単に電磁波が怖いという思い込みの場合や、電磁

波恐怖症で症状が増幅される場合などがあり、どこまでが本当の症状か判断が難しい

場合が多い。臨床医学は純粋な科学と違って、混沌とした部分にも対応していく必要

がある。 
・さらに、被害妄想、総合失調症などに当てはまる患者もおり、それらを客観的に仕分

けることは難しい。 
・国民の１％が電磁界過敏症だとしても、その中には思い込みだけの患者も含まれてい

るため、実際には１％より少ないと考えられる。 
・化学物質過敏症の患者が電磁界過敏症になりやすい。化学物質も電磁界も体内で活性

酸素を作る点で共通している。電磁界の曝露により活性酸素が増えるという論文は出

ているが、具体的なメカニズムについてはよくわかっていない。 
・なお、細胞分裂が盛んな組織ほど、電磁界の影響を受けやすい。 
・過敏症の患者の中には、電車に乗れない、家電製品が使えないという方もおり、仕事

を続けらずに退職されるケースが多い。 
 

② 電磁界過敏症に関するWHOの見解について 

・ダブルブラインド法で「症状が電磁界曝露と相関しないことが示された」とされてい

るが、これからテストをするという緊張感だけで血圧が上がる、体温が上がる等の反

応が出てしまい、電磁界の負荷による反応が埋もれてしまうこともある。化学物質過

敏症の患者でも同様のことが起きるなど、ダブルブラインド法は必ずしも万能ではな

い。 
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・過敏症の患者は元々自律神経失調の傾向があるため、緊張による反応が大きくなりが

ちである。症状がある人を電磁波暗室に入れて、症状が消えるかどうかを確認するこ

とで、真性の過敏症かどうかがはっきりするのではないか。なお、電磁波暗室は自動

車メーカーが持っているはずである。 
・電磁界の研究はロシアで進んでいるが、ＷＨＯの研究グループには、ロシアの研究者

が入っていない。 
 

③ 中央リニア新幹線の環境アセスメントで留意すべき事項について 

・電磁界は曝露の総量が問題であり、リニアについても、乗務員への影響が懸念される。

鉄道の場合、スイスの電気機関車の運転手に認知症の発症率が高いことが知られてい

る。これは長期間にわたって強力なモーターの上に座って操作しているためと言われ

ている。 
・ＪＲ東海の公表データ（中央新幹線小委員会資料）を見る限り、静磁界、変動磁界の

磁束密度はそれほど高くない印象である。 
・トンネル区間が多いのであれば、沿線への電磁界の影響は軽減されるのではないか。 
・日本の電磁界の基準はドイツと同程度であり、やや甘いと思われる。米海軍の基準値

が厳しいものであるためそれよりも低い値であれば問題はないと思われる。 
・リニアの電磁界による健康影響を評価する際に、過敏症患者への影響がないようにと

考えるのは極端となりすぎて現実的でない。健常者への影響がどうか、という観点で

評価したほうがよい。 
 

④ その他 

・都市部は郊外に比べて電磁波環境汚染が進んでおり、電磁波の強度が６倍程度高いと

いわれている。 
・現代社会では電子・電気機器を使わざるを得ず、電磁界への曝露をゼロにすることは

難しい。化学物質でも環境中の有害物質をゼロにすることは現実的でない。電子・電

気機器の設計に際してできるだけ電磁波が出ないような対応が望まれる。 
・電磁界に関する研究はロシアで進んでいると言われている。オーロラの強い場所では

血圧が上がるという関係を見いだしたのがきっかけ。 
・1980年代に解剖学の専門家が行った実験があり、ネズミにパルス状の電磁波をあてる
と、先天性の異常が増えるという結果が報告されている。 

・低周波の変動磁界に関する論文は多く出ているが、静磁界に関する論文は少ない。低

周波の電磁界が生活環境中に比較的多いためと思われる。 
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第５章 電磁界に係る規制等の動向把握 

国内における電磁界の規制は、電力設備、無線設備、鉄道設備等、発生源を所管する官庁

ごとに行われている。超電導リニアの環境影響評価においては、まず、鉄道設備に関する規

制の状況、今後の動向を把握し、参考として電力、無線の分野について整理した。また、国

内における電力、電気・電子機器等の業界団体における自主的取組の状況、についても把握

した。 
海外における規制等の状況として、ICNIRP（国際非電離放射線防護委員会）におけるガ
イドラインの作成・改定の状況、欧州議会における電磁界関連決議の状況を収集・整理し把

握するとともに、WHOの EMF World Wide Standards Databaseに基づき世界の主要国に
おける電磁界の規制に関する最新の情報を収集・整理し把握した。 

 
５.１国内における規制状況 
（１）鉄道設備 

鉄道の電気設備（電車線、帰線、変電所、並びに発電機を除く電気機器等設備）から

発生する磁界について、当該設備付近において人の健康影響を及ぼすおそれがないよう

に施設しなければならないことが、国土交通省令で定められ、平成 24 年 8 月 1 日から
施行されている。 

 
・ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成十三年十二月二十五日国土交通省令

第百五十一号）最終改正：平成二四年七月二日国土交通省令第六九号 
（電磁誘導作用による人の健康に及ぼす影響の防止）  
第五十一条の二  電車線等及び帰線並びに電気機器等設備（発電機を除く。）を変電所
等以外の場所に施設する場合は、通常の使用状態において、当該設備から発生する

商用周波数の磁界による電磁誘導作用により、当該設備のそれぞれの付近において、

人の健康に影響を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。ただし、田

畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがな

いように施設する場合は、この限りでない。  
２  変電所等は、通常の使用状態において、当該変電所等から発生する商用周波数の磁
界による電磁誘導作用により、当該変電所等の付近において、人の健康に影響を及

ぼすおそれがないように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人

の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場

合は、この限りでない。 
 
また、超電導リニアを対象に取り入れるため平成 24 年 8 月 1 日に改訂された「特殊

鉄道に関する技術上の基準を定める告示」及び同解釈基準によれば、静磁界、超低周波

磁界の磁束密度の測定値が、後述する ICNIRPの公衆曝露のガイドラインを満たすよう
規制している。 
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・ 特殊鉄道に関する技術上の基準を定める告示 
（平成 13年国土交通省告示第 1785号）  改正：平成 24年 8月 1日 

（浮上式鉄道） 第六条 
5 前二項に掲げるもののほか、超電導磁気浮上式鉄道の施設及び車両は、次の基準に適
合するものでなければならない。 
一～三（略） 
四 き電線、浮上装置、案内装置、動力発生装置及び車両の電源に給電する装置は、

通常の使用状態において、当該設備から発生する磁界により、当該設備のそれぞ

れの付近において、人の健康に影響を及ぼすおそれがないように施設しなければ

ならない。ただし、田畑、山林その他の人の往来が少ない場所において、人体に

危害を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。 

【解釈基準】 
(4)施設及び車両は次の基準に適合するものであること。 
①施設及び車両は、き電線、超電導磁石、浮上コイル、推進コイル、給電レール及び非

接触集電地上設備並びに特定変電所等のそれぞれから発生する磁界を③の測定方法に

より求めた磁束密度の測定値（交流磁界にあっては実効値）が、ICNIRP の「時間変
化する電界および磁界への曝露制限に関するガイドライン（2010）」の公衆曝露に対
する参考レベル及び「静磁界の曝露限度値に関するガイドライン（2009）」の一般公
衆曝露の曝露限度値以下となるように施設すること。 

②測定装置は、日本工業規格 JIS C 1910（2004）「人体曝露を考慮した低周波磁界及
び電界の測定－測定器の特別要求事項及び測定の手引」に適合する３軸のものである

こと。 
③測定方法は、IEC62110（2009）及び IEC/TS62597（2011）に適合するものであるこ
と。 

 
（２）電力設備 

高圧送電線については、経済産業省の「電気設備に関する技術基準を定める省令」に

おいて、電界及び磁界に関する規制値が定められている。 
同省令に定められた超低周波磁界の基準値 200µTは、ICNIRPの 2010年ガイドライ
ンを採用したものとなっている。 

 
・ 電気設備に関する技術基準を定める省令（平成九年三月二十七日通商産業省令第五

十二号）最終改正：平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号 
（架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止） 
第二十七条  特別高圧の架空電線路は、通常の使用状態において、静電誘導作用により
人による感知のおそれがないよう、地表上一メートルにおける電界強度が三キロボ

ルト毎メートル以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林そ
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の他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施

設する場合は、この限りでない。 
２  特別高圧の架空電線路は、電磁誘導作用により弱電流電線路（電力保安通信設備を
除く。）を通じて人体に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。

３  電力保安通信設備は、架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用により人体
に危害を及ぼすおそれがないように施設しなければならない。 

 
（電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止） 
第二十七条の二  変圧器、開閉器その他これらに類するもの又は電線路を発電所、変電
所、開閉所及び需要場所以外の場所に施設するに当たっては、通常の使用状態にお

いて、当該電気機械器具等からの電磁誘導作用により人の健康に影響を及ぼすおそ

れがないよう、当該電気機械器具等のそれぞれの付近において、人によって占めら

れる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において二百マイクロ

テスラ以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林その他の人

の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施設する場

合は、この限りでない。 
２  変電所又は開閉所は、通常の使用状態において、当該施設からの電磁誘導作用によ
り人の健康に影響を及ぼすおそれがないよう、当該施設の付近において、人によっ

て占められる空間に相当する空間の磁束密度の平均値が、商用周波数において二百

マイクロテスラ以下になるように施設しなければならない。ただし、田畑、山林そ

の他の人の往来が少ない場所において、人体に危害を及ぼすおそれがないように施

設する場合は、この限りでない。 
 

（３）無線設備 

無線設備による電波の人体への影響について、総務省（旧郵政省）は、平成２年６月

２５日に電気通信技術審議会から諮問第３８号「電波利用における人体の防護指針」（昭

和６３年６月２７日諮問）について答申を受けており、本答申では、人体に影響を及ぼ

さない電波の強さの指針値等（電波防護指針）が示されている。 
また、平成９年４月２４日に電気通信技術審議会から諮問第８９号「電波利用におけ

る人体防護の在り方」（平成８年１１月２５日諮問）について答申を受けており、携帯電

話端末等の身体の極めて近くで使用される無線機器に関して適用される具体的な指針等

が示されている。 
なお、電波による影響でも、無線通信への混信や医療機器、電気・電子機器に及ぼす

干渉等の影響は、生物に及ぼすメカニズムとは異なるため、電波防護指針の対象外とな

っている。 
電波防護指針の内容については、第６章に整理した。 
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（４）家電製品等 

家電製品に対する電磁界の健康影響に関する規制はないが、IH 調理器の電磁界の大
きさについては、「電波法施行規則」に規定がある。また、電子レンジの電磁界の大きさ

については、「電気用品安全法」と「電波法施行規則」にそれぞれ規定がある。 
 
・ 電波法施行規則 抄（昭和二十五年十一月三十日電波監理委員会規則第十四号）最

終改正：平成二四年一〇月三〇日総務省令第九三号 
（型式確認）  
第四十六条の七  製造業者等は、その製造し、又は輸入する電子レンジ又は電磁誘導加
熱式調理器の型式について、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる条件に適合

していることの確認（以下「型式確認」という。）を行うことができる。  
一  電子レンジ 
（１） 占有周波数帯幅に含まれる周波数が二、四五〇MHz（±）五〇MHz の範
囲内にあること。 

（２） 高周波出力の定格値が二キロワット以下であり、かつ、動作状態における

高周波出力の最大値が定格値の一一五パーセントを超えないこと。 
（３） スプリアス発射による電界強度が当該電子レンジから三〇メートルの距離

において次に掲げる値以下であること。 
（一） 九〇MHzから一〇八MHzまで及び一七〇MHzから二二二MHzまで

の周波数において毎メートル三〇マイクロボルト 
（二） 四七〇MHzから七七〇MHzまでの周波数において毎メートル一〇〇マ

イクロボルト 
（三） （一）及び（二）に掲げる周波数以外の周波数（ISM用周波数を除く。）

において毎メートル√（20P）（Pは、高周波出力をワツトで表した数とし、
高周波出力が五〇〇ワツト未満のものにあつては五〇〇とし、一キロワツト

を超えるものにあつては一、〇〇〇とする。）マイクロボルト 
（４） 漏えい電波の電力束密度は、耐久試験後において毎平方センチメートル五

ミリワツト以下であること。 
（５） 高圧電気により充電される器具及び電線が、絶縁遮蔽体又は接地すること

ができる構造の金属遮蔽体の内に収容されており、外部より容易に触れること

ができないような構造であること。 
二  電磁誘導加熱式調理器 
（１） 利用周波数が二〇・〇五 kHzから一〇〇kHzまでの範囲内にあること。 
（２） 高周波出力の定格値が三キロワツト以下であり、かつ、動作状態における

高周波出力の最大値が定格値の一二〇パーセントを超えないこと。 
（３） 利用周波数による発射及びスプリアス発射による漏えい電界強度が当該設

備の発振器から三〇メートルの距離において次に掲げる値以下であること。 
（一） 利用周波数において毎メートル一ミリボルト 
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（二） 五二六・五 kHzから一、六〇六・五 kHzまでの周波数において毎メー
トル三〇マイクロボルト 

（三） （一）及び（二）に掲げる周波数以外の周波数（ISM用周波数を除く。）
において毎メートル√（20P）（Pは、高周波出力をワツトで表した数とし、
高周波出力が五〇〇ワツト未満のものにあつては五〇〇とし、二キロワツト

を超えるものにあつては、二、〇〇〇とする。）マイクロボルト 
（４） 当該設備の操作に伴つて人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるお

それがないこと。 
２  型式確認は、別表第八号に規定する方法により試験を行い、その型式が前項各号の
区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合していると認めた場合に限り、行うこと

ができる。 
 
・ 電気用品の技術上の基準を定める省令（昭和三十七年八月十四日通商産業省令第八

十五号）最終改正：平成二四年一月一三日経済産業省令第五号 
別表第八 2（95）電子レンジ ト項 
ト 漏えい電波の電力密度 
 （イ） 275cm3±15cm3の水を入れた円筒状のビーカーをその器体内のほぼ中央に置

いた状態において、定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を試験品に

加えてとびらを閉めたときおよび発振管の発振停止装置が動作する直前の最大の位

置までとびらを開いて固定したとき、器体の表面から 5cm離れたあらゆる箇所にお
いて測定した漏えい電波の電力密度の値は、次に適合すること。 

     ａ とびらを閉めたときにあつては、1mW/cm2以下であること。 
     ｂ 発振管の発振停止装置が動作する直前の最大の位置までとびらを開いて

固定したときにあつては、5mW/cm2以下であること。 
 （ロ） イ（ニ）に規定する試験の後、（イ）に規定する試験を行つたとき、器体の表

面から 5cm 離れたあらゆる箇所において測定した漏えい電波の電力密度の値は、

5mW/cm2以下であること。 
 （ハ） 主たる発振停止装置以外の発振停止装置を拘束した状態において、（イ）に規

定する試験を行つたとき、器体の表面から 5cm離れたところで測定した漏えい電波
の電力密度の値は、5mW/cm2以下であること。 
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（５）業界団体等による自主的取組み 

１）自主規制の仕組み 

電子レンジ及びＩＨ調理器以外の家電製品に対する電磁界に関する規制はないが、電

子・電気装置に対する妨害波対策として、国内外メーカー約 1,300 社が加盟する一般財
団法人 VCCI 協会注１（Voluntary Control Council for Interference by Information 
Technology Equipment：VCCI）で定めた自主規制の技術指針がある。加盟メーカーが
国内へ電子・電気装置を出荷する際には、この指針に基づく妨害波の抑制と障害防止に

よる電磁障害対策を遵守する必要がある。 
 
この自主規制措置では、会員が自社の情報技術装置（ Information Technology 

Equipment：以下 ITEという）に対して、日本国内への出荷に先立ち妨害波の規制を実
施している。会員は、ITEのクラスを区分注２し、適合確認届出を行ったあと、機器に所
定の表示を行い、出荷することとなっている。自主規制システムは下図に示す通り。 

 
図 ５.１－１ VCCI による自主規制システム 

 
注１ 情報処理装置等電波障害自主規制協議会の業務を 2009 年 4 月に一般財団法人

VCCI協会が引き継いだ。 
注２ 家庭環境で使うことを前提としたクラス B情報技術装置と、それ以外の環境で

使うことを前提としたクラス A情報技術装置に分類される。 
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２）自主規制における技術基準 

情報技術装置からの放射妨害波（供試装置から漏洩する電波の電界強度）について許

容値が定められている。 
許容値を電波の周波数、クラス区分ごとに以下に引用して示した。 
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出典：VCCI 規程集 V-3/2011.04 付則 1  技術基準 
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５.２海外における規制状況 
我が国をはじめ多くの国が電磁界の規制において準拠している国際非電離放射線防護委

員会（ICNIRP：International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection）のガ
イドラインについて整理した。 

 
（１）ICNIRP（国際非電離放射線防護委員会）のガイドライン 

ICNIRP は、1992 年 5 月に国際放射線防護委員会（IRPA：International Radiation 
Protection Association）によって設立された独立組織であり、電界、磁界、電波、紫外線
より波長の長い全ての光、可聴音を除く音波の人体安全性に関して、社会的な配慮を排除

して純粋に科学的な立場から安全性を検討し勧告を行うことを任務とした組織である。

ICNIRPは IRPAの他、世界保健機構WHO等と協力して活動している。 
 

１）ICNIRP によるガイドライン策定の経緯 

1992年 前身の国際放射線防護学会の下部組織、国際非電離放射線委員会
（INIRC/IRPA）から、国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）として独
立 

1994年 「静磁界の防護指針」を公表 
【一般公衆の曝露限度：40µT】 

1998年 「0－300GHz の時間変化する電磁界に対する防護指針」を公表 
【一般公衆の参考レベル例（50Hz）：100µT】 

2009年 「静磁界に関するガイドライン」を公表 
【一般公衆の曝露限度：400µT（科学的知見を踏まえた緩和）】 

2010年 「時間変化する電界および磁界への曝露制限に関するガイドライン(1 Hzか
ら 100 kHzまで)」を公表 
【一般公衆の参考レベル例（50Hz）：200µT（科学的知見を踏まえた緩和）】 

（予定） 1Hz 以下の磁界と磁界中の移動による誘導電界についてのガイドラインを
作成中であり、2012年 2～5月に「静磁界中での人体の動き及び 1 Hz未
満の時間変化する磁界により誘導される電界への曝露制限に関するガイド

ライン」草案に対するパブリックコメントを募集した 
（予定） 2009年 7月に公表した、高周波電磁界の健康リスクに関する評価書につい

て、国際がん研究機関（IACR）による電磁界の発がん性評価を経て、世界
保健機関（WHO）が総合的に健康リスクを評価して環境保健クライテリア
を公表した後に、国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）から高周波電
磁界に関するガイドラインが公表される予定 

 
周波数ごとの色分けの目安   静磁界――1Hz――100kHz――300GHz 
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２）静磁界に関するガイドライン（2009 年） 

① 職業的曝露 

頭部および躯幹部の職業的曝露は、以下を除き、空間ピーク値で磁束密度 2 T を超え
るべきではない。 
除外されるのは、2 T 以上の曝露が必要と考えられる職場への適用であり、環境が制
御され、かつ運動誘導効果を制御するために適切な作業実践が履行されていることを条

件に、8 T までの曝露が許容される。 
磁界内の運動による感覚的影響は、ELF ガイドラインに定められた基本制限を満たす

ことにより回避が可能である。四肢に限定した場合、最大 8 T までの曝露が容認される。 
② 一般公衆曝露 

ヒトに対する静磁界の直接的影響に関する科学的知識に基づけば、一般公衆の急性曝

露は（身体の任意の部分において）400 mT を超えるべきではない。 
しかし、間接的な悪影響の可能性があるため、埋め込み型医用電子機器および強磁性

材料含有インプラントを装着した人の不注意による有害曝露を防止し、強磁性物体の飛

行による傷害を防止するために、実際的手段の履行が必要であり、そのためには大幅に

低い制限レベル、例えば 0.5 mT (IEC 2002)、になる可能性があることを ICNIRP は承
知している。しかし、このような生物学的でない影響を考慮して定める曝露限度値は

ICNIRP の任務ではない。 
表 ５.２－１ 静磁界の曝露限度値ａ 

曝露の特性 磁束密度 
職業的曝露ｂ  
頭部および躯体部の曝露  2 T 
四肢の曝露ｃ  8 T 

一般公衆曝露ｄ  
身体の任意の部分の曝露  400 mT 

a. ICNIRP は、これらの限度値を、運用上は空間ピーク値と見なすことを勧告する。 
b. 特殊な職場への適用については、８T までの曝露が正当化される。但し、環境が制
御され、動きによる誘導効果を制御するために適切な作業実践が履行されているこ
とが条件である。 

c. ８T 以上の曝露限度値の根拠として利用できる情報は十分ではない。 
d. ICNIRP は、間接的な有害影響の可能性があるため、埋め込み型医用電子機器や強
磁性物質含有インプラントを装着した人の不注意による有害な曝露、および飛来物
体の危険を防止するために実際的手段が履行される必要があると認識する。それは、
例えば 0.5mT 程度の、大幅に低い制限レベルになる可能性がある。 

 
３）時間変化する電磁界に関するガイドライン（2010 年） 

① 基本制限 

網膜閃光現象の誘発を回避するために、10 Hz－25Hzの周波数範囲において、職業的
曝露は、頭部の CNS組織（すなわち、脳と網膜）に 50 mV/m 以下の電界強度を誘導す
るような電界および磁界に制限される。これらの制限値により、脳機能に対して起きる

可能性のある一過性の影響は全て防護するはずである。これらの影響は健康への有害な

影響とは見なされていない。しかしながら、一部の職業的環境において作業を妨害する
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かも知れないので回避するのがよいと ICNIRPは認識するが、追加的な低減係数は適用
されない。これより高い周波数および低い周波数では、網膜閃光閾値は急激に上昇し、

末梢および中枢の有髄神経刺激の閾値と 400 Hzで交差する。400 Hzより高い周波数で
は、末梢神経刺激の制限値が人体の全ての部位に適用される。 
管理された環境での曝露は、作業者はそのような曝露により起きる可能性のある一過

性の影響について知識を与えられているので、末梢および中枢の有髄神経刺激を回避す

るために、頭部および体部に 800 mV/m以下の電界強度を誘導するような電界および磁
界に制限される。これは、上述の不確かさを考慮するために、刺激閾値 4 V /mに対し低
減係数 5を適用したものである。3 kHz以上ではこの制限値は上昇する。 
公衆については、低減係数 5 を適用し、頭部の CNS組織に対し、10 Hz－25Hzの周

波数範囲で 10 mV/m の基本制限が与えられる。これより高い周波数および低い周波数
で基本制限は上昇する。1000 Hzにおいて、末梢および中枢の有髄神経刺激を防護する
基本制限値と交差する。ここで低減係数 10 を適用し、400 mV/mの基本制限値が得ら
れる。この制限値は人体の全ての部位の組織に適用される。 

 
表 ５.２－２ 時間変化する電界および磁界への人体の曝露に対する基本制限 

 
- f は周波数（Hz）。 
- 全ての値は実効値。 
- 100 kHzより高い周波数範囲では、RFに特有な参考レベルを追加的に考慮する必要
がある。 

 
② 参考レベル 

参考レベルは、公表されたデータを用いた数学的モデル化により、基本制限から導き

出される（Dimbylow 2005、 2006）。それらの参考レベル値は、曝露される人体と電界
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および磁界との結合が最大になる条件のもとで計算されているので、最大限の防護が与

えられることになる。周波数依存性とドシメトリの不確かさが考慮に入れられた。ここ

に提示された参考レベルは、二つの別個の影響、すなわち、脳内誘導電界（CNSへの影
響に関連する）と CNS以外の身体の全部位の組織における誘導電界（PNSへの影響に
関連する）を考慮し、これらの組み合わせに近づけた値である（すなわち、50 Hzでは、
CNSへの影響についての基本制限値を外部磁界曝露値に換算する係数は外部磁界 1 T当
たり 33 V/mであり、PNSへの影響については外部磁界 1 T当たり 60 V/mである。ド
シメトリの不確かさを見込んで、これらの計算値に対して追加的な低減係数 3 が適用さ
れた。）。 
さらに、25 Hz までの職業的曝露に対する電界の参考レベルは、ほとんどの実際的な
条件下での接触電流による刺激を防止するための十分なマージンを含んでいる。25 Hz
－10 MHz間については、参考レベルは誘導電界のみの基本制限に基づいており、した
がってこの周波数帯において起こり得る全ての条件下での接触電流による刺激を防止す

るのに十分なマージンは与えられていないかも知れない。 
10 MHz までの公衆曝露に対する電界の参考レベルは、曝露された人の 90 %以上に対

して有害な間接的影響（電撃と熱傷）を防止する。さらに、50 Hz までの公衆曝露に対
する電界の参考レベルは、大半の人において知覚などの表面電荷作用を防止するための

十分なマージンを含んでいる。 
表 ５.２－３ 時間変化する電界および磁界への職業的曝露に対する参考レベル 

（無擾乱、実効値） 

 
- f は周波数（Hz）。 
- 非正弦波の曝露および複数の周波数の曝露に関する助言は後述の別節を参照。 
- 特に強電界中の間接的影響の防止については「防護対策」の章を参照。 
- 100 kHzより高い周波数範囲では、RFに特有な参考レベルを追加的に考慮する必要
がある。 
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表 ５.２－４ 時間変化する電界および磁界への公衆曝露に対する参考レベル 

（無擾乱、実効値） 

 

- f は周波数（Hz）。 
- 非正弦波の曝露および複数の周波数の曝露に関する助言は後述の別節を参照。 
- 100 kHzより高い周波数範囲では、RFに特有な参考レベルを追加的に考慮する必要
がある。 

 
４）高周波電磁界の健康リスク評価書 

国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）は、2009年 7月、高周波電磁界の健康リス
クに関する評価書をホームページに公表した。 

 今後は、国際がん研究機関（IACR）による電磁界の発がん性評価を経て、世界保健
機関（WHO）が総合的に健康リスクを評価して環境保健クライテリアを公表した後に、
国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）から高周波電磁界に関するガイドラインが公
表される予定。（現時点ではガイドラインは未公表） 

 
５）「静磁界中での人体の動き及び1 Hz未満の時間変化する磁界により誘導される電界への

曝露制限に関するガイドライン」草案 

国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）は、2012年 2月に同草案をウェブサイトに
公表しパブリックコメントを募集しており、その後公開協議を経てガイドラインとして

公表される予定。（現時点ではガイドラインは未公表） 
超電導リニアの強い静磁界が高速移動することにより、極めて低周波の時間変動する

磁界が発生することから、このガイドラインが公表された際にはその内容を確認するこ

とが重要である。 
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（２）海外における商用周波数電磁界の規制状況（電力設備に関する規制） 

経済産業省が設置した「電力設備電磁界対策ワーキンググループ」の報告書に基づき、

海外における商用周波数電磁界の規制状況を整理した。 
WHOのファクトシート No.322では、高いレベルの短期曝露（急性影響）に関連する健
康影響が科学的に確立していることから、国際的ガイドラインに従うことを推奨しており、

これを受けて各国で ICNIRPのガイドラインを踏まえた規制が行われている。 
また、同ファクトシートでは、極めて低いレベルでの長期曝露（慢性影響）に関する健

康影響が科学的に不確かなことから、念のための対策を講じることはよいが、恣意的に限

度値を引き下げることは推奨していない。こうした低レベルの電磁界曝露に対する規制に

ついては、国によって採用の状況は異なっている。 
 

 
図 ５.２－１ 海外での商用周波磁界の規制導入状況の概要 

出典：電力設備電磁界対策ワーキンググループ報告書、平成 20年 6月 

注：上記図中の 100µT（50Hz）は、1998 年公表の ICNIRP のガイドライン値であり、
2010年の改訂により、50Hzにおけるガイドライン値は 200µTに緩和されている 

 
EU 諸国を中心とした各国の規制導入状況を、前述の報告書より引用して以下に列記し

た。 
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１）ＥＵ 

【急性影響に対する規制】 
●法令等：電磁界（0～300GHz）への公衆曝露制限に関する理事会勧告（1999） 
●勧告値（50Hz〉：電界 5kV/m、磁界 100µT 

【不確かな慢性影響に対するリスク管理の考え方】 
●欧州委員会「電磁界（0～300GHz）公衆曝露制限の理事会勧告に関する実施状況報
告書」（2002） 

・現状では電磁界の非熱的作用による健康への影響は十分な証拠を示していない。 
・それゆえ、欧州委員会は precautionary principle（予防原則）（注 1）を発動することはで

きないと考えている。これは、「予防原則についての欧州委員会のコミュニケーション（注

2）」に沿ったもので、コミュニケーションでは予防原則を「環境、人、動物、植物の衛

生に対して生じ得る影響が潜在的に危険であるとの示唆がある場合に」発動するとして

いる。 
．電磁界が人の健康に対し潜在的に危険であろうとするはっきりとした示唆がないため、

電磁界については予防原則を適用することができない。 
 
注 1 Precaution：リスク自体に不確実性が大きい場合に用いられる言葉。 

Prevention：リスク自体は既知のものである場合に用いられる言葉。 
注 2 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the precautionary principle（EC，

2000） 
 
２）米国（連邦） 

【急性影響に対する規制】 
●なし（米国の場合、連邦レベル、州レベルとも、ICNIRPや IEEEのガイドライン
を規制に採用することは行われていない）。 

【不確かな慢性影響に対するリスク管理の考え方】 
●米国国立環境健康科学研究所 
「電磁界調査及び公衆への情報普及計画（EMF－RAPID計画）報告書」（1999） 

・超低周波電磁界への曝露が人の健康に有害であることを支持する証拠のレベルと強さは、

積極的な規制活動を正当化するには不十分である。それゆえ、電気機器への厳しい基準

や、送配電線を地下埋設する国家的プログラムなどは推奨しない。 
・代わりに、これまで得られた証拠は、公衆や地域社会に対し曝露低減手法に対する啓蒙

を続けるといった自発的な措置を示唆している。 
・電力業界が、電磁界曝露を低減させるために現在行っている立地手法を今後とも継続す

ること、及び、新たな危険を生じさせずに送配電線周辺の磁界発生を低減する方法を検

討し続けることを提案する。 
・また、偶発的な感電や火災などによる他のリスクが増大しないことを前提に、地域の配

電線からの曝露を低減する技術を奨励する。 
注：EMF－RAPID計画：1992年の米国エネルギー政策法に基づき、93年から 6年の歳月をかけて

実施された電磁界調査及び情報普及計画 
 
３）カナダ 

【急性影響に対する規制】 
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●連邦レベルでの規制はない。 
【不確かな慢性影響に対するリスク管理の考え方】 
●連邦．州・準州放射線防護委員会「商用周波電磁界の健康影響に関する一般公衆へ

のカナダの立場表明」（2005） 
・家庭、学校、オフィスで通常遭遇するレベルの商用周波電磁界への曝露による健康への

悪影響は立証されてはいない。 
・不安に思う市民からは、電磁界への曝露を含むいくつかの領域に対して Precautionary 

Principle（予防原則〉を用いるべきだという要求が増えている。気をつけるべきなのは、
予防原則は様々な措置を含み、科学の進展のモニターや情報提供のような穏やかな措置

から、研究の実施による新たな知見獲得プロセスへの参加、さらに、曝露制限値を下げ

るというような強い措置までを含む。 
・カナダにおける居住環境や労働環境で通常遭遇するレベルの電磁界への曝露が有害であ

るとする決定的な証拠はないので、当委員会としては、穏やかな措置や新しい知見の獲

得プロセスヘの参加で十分。 

 
４）イタリア 

●法令等：電界、磁界、電磁界への曝露への防護に関する枠組み法（2001年） 
電力線による商用周波電磁界に対する公衆防護のための曝露制限値、注意値、

安心目標を規定する政令（2003年） 
●所管官庁：環境・国土保全省 
●規制値（50Hz〉 
・曝露制限値：磁界 100µT、電界 5kV/m 
・注意値：磁界 10µT（公園・住居等人々が 4h/日以上滞在する場所、新設・既設）a 
・安心目標：磁界 3µT（公園・住居等人々が 4h/日以上滞在する場所、新設のみ）b 
（注意値、安心目標は 24時間の中央値） 

●対象施設（50Hz）：電力線・変電所・変圧装置（これ以外の施設は EU勧告に従う） 
●規制の考え方（a－bについて 2001年枠組み法より） 
・潜在的な慢性影響に対する予防措置の適用・実行可能な最良の技術の採用 

●参考情報 
・2002 年に保健省設置の専門家パネルにおいて、「ICNIRP 参考レベルの曝露制限値のみ
とするよう改訂が適当」との勧告が出されたが採用されていない。 

・注意値 10µT、安心目標 3µT の数値の根拠は公開されておらず、科学的な根拠に基づい
て決定された数値とは言えない。 

イタリアでは州レベルで 0.2µT等のより厳しい規制を設けている州が存在。 
 

５）スイス 

●法令等：非電離放射線からの防護に関する法令（1999年公布、2000年施行） 
●所管官庁：連邦環境・森林・景観庁（BUWAL） 
●規制値（50Hz） 
・曝露制限値：磁界 100µT、電界 5kV/m 
・予防的放出制限値：磁界 1µT（人が定常的にかなりの時間を過ごす場所） 
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●対象施設(50Hz)：架空・地中送電線(1,000V以上)、変電所、開閉所（新設・既設） 
●予防的放出制限の適用除外（送電線の場合）‥新設の場合は国の認可が必要 

・磁束密度が最小化されるように相配置を最適化する（新設・既設） 

・技術的、運転上も実行可能で経済的に受容できる対策を講じる（新設） 

●規制の考え方（予防的放出制限値；法令解説書より） 
・「環境保護に関する連邦法」に規定された precautionary measure（予防措置）発動
条件の適用 

－有害或いは不快になる可能性のある影響を制限するため早期の予防措置を実施 

－経済的に受容できるならば、放出は技術と運転状態が許す限り制限する 

●参考情報 
・予防措置の発動条件は有害性の科学的証明は不要、可能性があれば十分としている。 
・BUWALは、1985年から電力会社に対し、送電線新設の際に住宅地から距離（50m）を
とるよう要請。その後、同要請が実現できたため、距離と等価となる磁界 1µTを実行可
能な措置として設定。 

・新設への対応を優先。既設への対応はルール作りを含めて今後の課題。既設に対しては、

法令上は対策をとれば放出制限を越えてもよいとしているが既設と新設とで制限値が違

うのは不平等という意見も出ている。 

 
６）ドイツ 

【急性影響に対する規制】 
●法令等：連邦排出規制法施行令第 26法令（1996年公布、1997年施行〉 
●所管官庁：連邦環境・自然保護・原子力安全省（BMU） 
●規制値(50Hz)：電界 5kV/m、磁界 100µT(1日の 5％以内であれば 2倍まで許容*） 
       (*住宅、病院等の近くの場合を除く) 
●対象施設(50Hz)：架空電力線・地下ケーブル・変電施設(1,000V以上) 
●参考情報：規制の監視は各州の当局が行う。連邦政府は州に対して規制を満たすた

めの施設からの距離をベンチマークとして示している。 
【不確かな慢性影響に対するリスク管理の考え方】 

・放射線防護委員会（SSK）「電磁界に対する公衆防護に対する基準と予防」（2001） 

－ICNIRP指針の根拠となっている科学的評価を修正するような新たな知見はない 

－既知の健康リスク以外では、リスクに対する疑いの程度を考慮したとしても、予防

すべきリスクとして何のリスクも引用できない。 

－家庭用機器の開発とシステムの設置に際して曝露を最小限にすることを品質基準

として採択すべきである。 

－技術的・経済的に可能な範囲で電界、磁界及び電磁界への曝露を最小限にするため

の措置を実施すべきである。これは特に人々が多くの時間を過ごす場所に適用され

る。そのような措置は実行可能な最良の技術を指向すべきである。 

・BMUでは、SSKの勧告を踏まえ、現法令の改正は考えていない（2005）。 
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７）フランス 

【急性影響に対する規制】 
●法令等：電力輸送が満たすべき技術的条件を定めた省令（2001） 
●所管官庁：電力運輸省 
●規制値（50Hz）：交流での電気供給網に対し、公衆が通常立ち入ることができる場
所では、通常の操業条件下において、電界 5kV/m、磁界 100µT を超えないように
する。 

【不確かな慢性影響に対するリスク管理の考え方】 
●フランス高等公衆衛生審議会「超低周波磁界に関する見解」（2005） 
フランス高等保健審議会はWHOと同様に、予防的取組（precautionary approach）
として次を勧告する。 

・欧州理事会勧告（1999）に準拠した超低周波磁界の公衆への曝露制限値についてフラン
スにおける法的枠組みを与えるべき。 

・フランスで超低周波磁界の公衆への曝露評価を実施し次の点を明確にすべき。 

－ 曝露のレベル     － 曝露発生源とその相対的な重要性 

－ 曝露レベルに関する居住タイプ別の影響 

・フランス及び欧州における枠組みの中で、実験的研究の実施、特に次のような点に絞っ

た研究を促進すべき。 

－ 動物モデルを用いた白血病に関する生物学的影響メカニズムの特定 

－ 遺伝的因子の役割の研究、間欠曝露の生体応答 

・超低周波磁界に関する公衆への情報提供を行っていくべき。 

 
８）オーストラリア 

【急性影響に対するガイドライン】 
●法令等：50/60Hz電磁界に対する曝露制限に関する暫定ガイドライン（1989） 
●策定機関：国立衛生医学研究評議会（NHMRC） 
●指針値：電界 5kV/m、磁界 100µT（1日数時間の場合は 10kV/m、1,000µT） 

【不確かな慢性影響に対するリスク管理】 
●法令等：豪州電気供給者協会（ESAA）「電磁界に関する政策声明」（1991） 
    ［電気事業者の自発的対応］ 
●内容：送配電設備を電磁界曝露量の観点を考慮して設計し、その立地に当たっては

住居や学校のような場所との距離を考慮する（定量的な目標はない）。 
●リスク管理の考え方＝予防的取組（precautionary approach）として、「慎重なる回
避策」（注）（科学的不確実性を考慮し、常識のある行動をとること。過度の不便を

伴わず、低い費用で新たな高圧電力線設備からの曝露による潜在的なリスクを避け

る）という考え方をとっている。 
●参考情報： 
・急性影響、不確かな慢性影響への対応を含めて、豪州放射線防護原子力安全庁

（ARPANSA）が基準を策定中。 
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※慎重なる回避策：科学的に正しいと考えられるようなリスク低減対策が無い場合に、電磁界曝露を

低減するための簡単で、容易に成し得る、低コストで講ずる対策（WHO，2000）。「慎重なる」は
リスクヘの態度ではなく、対策の程度（費用）にかかっている。 

 
９）米国（カリフォルニア州） 

【急性影響に対する規制】 
●なし（米国の場合、連邦レベル、州レベルとも、ICNIRPや IEEEのガイドライン
を規制に採用することは行われていない）。 

【不確かな慢性影響に対するリスク管理】 
●法令等：決定第 93－11－013（1993）［指令：order］ 
●策定機関：カリフォルニア州公益事業委員会（CPUC〉 
●内容：電気事業者は、送電線・変電所の新設及び既設の拡充計画の際に、計画予算

の約 4％を電磁界低減のために用いる（無費用・低費用政策）。 
●規制の考え方：特定の値を採用するための科学的な根拠が確定されるまでは、電磁

界に関しては特定の数値基準を設けることは不適当。無費用・低費用政策と

して採用した 4％の科学的根拠はなく、関係者による協議の結果。 
●参考情報： 
・93 年、カリフォルニア保健サービス局により電磁界プロジェクトが開始され、2002 年
に「小児白血病、成人脳腫瘍、ルー・ゲリック病、及び流産のリスクの増加につながる

可能性がある」とする報告書が公表されたが、CPUCは健康影響は依然として立証され
ていないとして、2006 年に無費用・低費用政策を継続することとした（決定 06－01－
042）。 
・カリフォルニア州では別途、教育局が学校立地選定の際の承認ガイドとして、高圧送電

線の地役端からの離隔距離を設定している（例：50－133kV送電線の場合 100フィート）。 

 
１０）オランダ 

●法令等：架空高圧電力線に関する勧告（2005年）【自治体・電力会社向け通知文書】 
●所管官庁：住宅・国土計画・環境省（VROM〉 
●勧告の概要： 
・地域計画や高圧架空電力線の軌道を決定したり、既存の計画や既存の高圧架空電力線を

改修する場合、年間平均磁界 0.4µTを超えるような高圧架空電力線のまわりに子供が長
期に滞在するという状況を、合理的に可能な範囲で避ける 

・高圧架空電力線以外は EU勧告を採用 

●規制の考え方（勧告文書より〉： 
・慢性影響に対するリスクは不確実であるが、社会的懸念、予防的取組（Precautionary 

approach）から費用対効果を考慮して策定。 

●参考情報 
・勧告を基に対応するのは自治体であり、実際どのように実施するかは未定。 
・VROMは、疫学が示唆するリスクに不確実性が大きいという認識から、費用があまりか
からない範囲でできることとして新設に限定。 

・勧告は新設に限定しているが、自治体から、既設への対応についての声も出ており、今
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後検討が行われる可能性あり。 
・オランダは国土が狭く、人口密度が高いところも多い。一度都市計画を組んで後から変

更する場合には非常に費用がかさむという認識がある。 

 
１１）スウェーデン 

【急性影響に対する勧告】 
●法令等：電磁界への公衆曝露の制限に関する助言（2002年）【勧告/拘束力無し】 
●所管官庁：放射線防護庁（SSl） 
●勧告値（50Hz）：電界 5kV/m、磁界 100µT 

【不確かな慢性影響に対するリスク管理】 
●法令等：低周波電磁界：国家機関の予防的取組－意思決定者向けガイダンス（1996） 
●策定機関：SSI等 5機関連名 
●概要：自治体向けのガイダンス文書。リスクの存在は不確実で、制限値や強制的規

制を導入する根拠は無いが、ある程度の用心は必要として、費用対効果のある対策

を推奨している（制限値や離隔距離等の定量的指針ではない）「全体的に曝露を低減

させる措置が、合理的な費用で、その他様々な側面においても合理的な結果が導け

るように実行できるのならば、懸念される環境において一般的な値から大きく逸脱

している磁界を低減する努力を行うべき。新しい電気設備や建築物の建設を考える

場合、計画段階で曝露が制限されるよう、設計及び位置決めをする努力を払うべき。」 

●参考情報 
・人口密度や施設の立地状況等で費用対効果が異なるため、ガイダンスを基にどのような

措置を行うかは、各コミューンの判断に委ねている。 
・ガイダンス資料を基に関心のあるコミューンでは学校新設に対して電力線から距離をお

くような対策を定めているところもある。 
 

５.３専門家へのヒアリング 
（１）ヒアリング調査実施状況 

電磁界の国内外における規制の状況、防護対策、その他超電導リニアに関する電磁界

の評価で必要な事項について知見を得るため、下表に示す専門家を対象にヒアリングを

実施した。 
 
表 ５.３－１ 電磁界の規制・防護その他に関するヒアリング実施状況 

氏名 所属 専門分野 ヒアリング期日 ヒアリング事項 

多氣昌生 
首 都 大 学 東 京 
理 工 学 研 究 科 
教授 

分子生物学、
鉄道技術 

2012 年 10 月 22 日
（月）14:30～16:00

・国内外における電磁界規制
の状況 

・電磁界の防護対策 

・その他 

 
（２）ヒアリング結果 

１）首都大学東京 多氣昌生教授 

日時：平成 24年 10月 22日（月）14:30～16:00 
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場所：首都大学東京 
参加者：首都大学東京 多氣昌生教授 
（株）プレック研究所 辻阪、村瀬 
議事要旨： 

 
１）海外の規制の動向について 
・電磁界の研究については、英国が進んでいる。HPAという組織では周波数を問わず光まで研究
している。厳しい規制ほど進んでいるというわけではない。スイスなど相当厳しい規制をして

いる。過剰反応ということもあるが、それで納得する人がいるならということで規制していて、

厳しい規制が守れなくても最終的には ICNIRPと同じ水準でよいという制度になっている。 
・EU では職場環境に関しては指令により労働者を保護している。騒音、振動、などの中に電磁
界も入っている。MRIの使用に支障があるというので延期になっていたが、審議が再スタート
したようだ。 
・規制の状況については、電磁界情報センターの大久保所長にヒアリングするとよいかもしれな

い。電磁界情報センターでは収集した情報は基本的に全て開示しているため、開示された情報

を説明してもらうこととなる。 
２）防護対策について 
・磁界については、簡単には減らせない。竹中土木などのゼネコンに詳しい方がいる。MRIの入
る病院の建築では様々な防護策が必要とされる。 
・ただし、鉄道の沿線にそうした技術が使えるかどうかは疑問。 
・野村総研が経産省の委託で調査を行っており、詳しい人がいる。 
３）リニアから発生する電磁界について 
・大江戸線や横浜市営地下鉄は車輪式のリニアモーター推進方式であるため、推進方式について

は参考となるが、磁気浮上の参考にはならない。また、アセスメントの経験がある点で参考と

なる部分があるのではないか。 
・リニモについては名古屋工業大学の藤原修先生が助言をされていたと聞いている。工学がご専

門で生体影響も研究されている。 
・鉄道設備に関する電磁界の測定技術は発展途上であり、IEC（国際電気標準会議）の中で測定
方法を規格化しようとしており、テクニカルマニュアルができている。 
・車両についての測定法も標準化が行われているため、それに従って結果を出して評価すること

が重要。そこがしっかりしていることによって、根拠のある評価が行える。 
・鉄道の電気設備については国土交通省が通常の電力設備同様に規制を行っている。電気設備か

らの電磁界と車両からの電磁界を切り分けて考えた方がよい。 
・国交省の規制については、交通安全環境研究所の水間氏、鉄道関係の電磁界測定については鉄

道総研が国際鉄道連合（UIC：Union Internationale des Chemins de fer）の審議団体なので
そこが詳しい。 

・ICNIRPの静磁界のガイドライン、低周波のガイドラインが出ているが、0～1Hzが抜けている。
静磁界の中を動くことで変動が出てくるというもので、MRIの中を動くことで影響が出る。現
在このガイドラインの案がパブコメ用に公表されているが、引用してはいけないことになって
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いる。 
４）動植物への影響について 
・動植物への影響については。電力中央研究所が研究を行っている。我孫子の生物の部署で根岸

氏が詳しい。この分野については工学分野でも関心を持っている。宇宙太陽光発電でマイクロ

波で送電するが、広大なサイトに変温動物がいるとどういう影響が出るかが問題となる。 
・書籍「Effects of Electromagnetic Fields on the Living Environment」（ICNIRP）はあまり参
考にならないかもしれないが、報告書を書く際の手掛かりにはなるであろう。生物影響につい

ては調査をしてもここまでしかわからなかったというものになるかもしれない。 
５）人の健康への影響について 
・ヒアリング候補の豊島氏は現在の所属は USCIホールディングスである。 
・人の健康影響については ICNIRP のガイドラインで評価するのがよい。米国電気電子学会
（IEEE：The Institute of Electrical and Electronic Engineers）のガイドラインはアメリカで
用いられており、WHO も国際的ガイドラインと認めているが、意志決定を関係者のコンセン
サスで行うところがあり、安全に関わるテーマでそれでよいのかという面もある。 
・ICNIRP は利害関係者を排して科学的に議論しようとする。現在日本からは渡辺聡一氏（独立
行政法人 情報通信研究機構）が委員となっており、その動きについて彼から情報が得られると
思う。 
・業界団体の自主的取組みとしては、ノイズの問題への対応で、他の電子機器が誤動作しないと

いうが中心。150ｋHz以上が対象。電子機器は人体よりも相当ノイズに弱く、電子機器が大丈
夫なら人体も大丈夫である。人への影響までは業界団体は取り組んでいない。 
・ICNIRPのガイドラインはペースメーカーは対象としていないため、別途検討が必要。 
６）審査の観点について 
・発生源が移動する部分、時間的に変動する部分があり、時間的・空間的な磁界の変動を把握す

る必要がある。 
・評価の基準としては ICNIRPのガイドラインが適当だが、参考レベルと比較する際に正しく測
定されていることが重要。空間的に不均一で時間的にも瞬間的に上がるようなものだと、長時

間平均を取ることに意味がない場合がある。 
・測定結果がブラックボックス的に示されても、それがどう測定されたかがわからないと評価で

きない。 
・電磁界過敏症については、WHOのファクトシートの記述が参考となる。 
７）プレコーショナリーアプローチについて 
・電磁界についてやろうとすると、きりがない場合がある。積極的に言及すべきかどうか、判断

が難しい。予防原則などと拡大解釈している人もおり、扱いが難しい。 
・元々は用心しようというスタンス。用心するが何もしないこともある。WHO のファクトシー
トの記述が参考となる。 

・対策検討のフロー図において、規制値を超えないものに健康影響の懸念があるということは普

通はない。むしろ、規制値を超えるか？でなく、基準を適用可能か？で場合分けし、適用でき

ない場合にどう対応するかを考えるとよい。 
以上 
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第６章 電磁界に対する防護対策 

電磁界に対する防護対策は主に人の健康への影響を防止するための対策と、電気・電子機

器への干渉等の影響を防止するための対策とに大別されるが、環境影響評価においては、人

の健康への影響を防止する観点から防護対策を検討する。 
 

６.１収集資料 
・電気通信技術審議会答申 諮問第３８号「電波利用における人体の防護指針」 

（平成２年６月） 
：人体の防護を目的とするもので、電波が対象。 
 「電波防護指針」と呼ばれる。 

 
６.２防護対策の概要 
（１）電波防護指針における防護方法 

人体の安全と電波利用の調和を目的とする電波防護指針においては、人体防護の方法と

して、「遮断・絶縁」、「距離制限」、「時間制限」、「電力制限」、「安全管理」の５つを挙げて

いる。 
 
・電波防護指針（平成 2年 6月） 

第６章 防護法 
6.2 防護方法 
防護方法は、遮断・絶縁、距離制限、時間制限、電力制限及び安全管理の五つに大別さ

れ、これらを有機的に組み合わせて最適な効果となるようにする。 
 
6.2.1 遮断・絶縁 
電磁波源と人体との間を電磁気的に遮断又は絶縁して対策するものである。 
漏洩電磁波等に対しては、電磁波源又は電磁波源を含む空間を電磁遮蔽材等で覆うこと

により遮蔽する方法、金属板や電波吸収材を用いた衝立等により電磁界強度を軽減する等

の方法がある。 
接触電流に対しては、金属物体を非誘導材により被覆することや金属体を接地する等の

方法があり、また、足首誘導電流に対しては、床面を絶縁状態にすること等により人体の

非接地条件を確保する方法がある。 
なお、電磁波源の保守等の特殊な状況に対しては、防護具（防護服、防護眼鏡、絶縁靴、

絶縁手袋）の使用で電磁界強度の軽減が可能である。この場合、防護具としては基礎指針

に基づいて評価されたものを用いる必要がある。しかし、現在、防護素材の評価法はかな

り進んでいるものの、これらで構成した防護服等の評価法はまだ研究段階にあり、我が国

でもその効果の追試がされていない。 
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6.2.2 距離制限 
電磁波源と人体との間の距離を一定以上確保して対策するものである。 
具体的には、利用状態において指針に適合する機器構造とする、電磁波源から一定範囲

を立入禁止とする。空中線地上高を高くする等の方法がある。 
 
6.2.3 時間制限 
電磁波源の送信時間又は稼働時間を小さくし、平均時間の評価を考慮して対策するもの

である。 
間欠利用される設備のデューティサイクルを小さくする、稼働（操作）時間を平均時間

（６分間）内で制御する等の方法がある。 
 
6.2.4 電力制限 
対象空間に対する輻射電力量を低減することによって対策するものである。 
複数波源が局所的に集中しないように配置する、空中線の輻射パターンを利用する、空

中線系が特定方向を向かないようにする等の方法がある。 
なお、電磁波源の保守等の特殊な状況に対しては、一時的に電磁波源の出力を低減又は

停止する方法がある。 
 
6.2.5 安全管理 
安全管理マニュアル、機器の操作説明書等において、防護に関して必要な情報を明示し、

操作者又は運用者が、この情報に基づく適切な行動を励行することによって対策をするも

のである。 
安全管理マニュアルに関する情報としては、次の項目が考えられる。 
① 障害発生の可能性と回避行動 
② 立入禁止区域の設定、標識の掲示、注意書き表示 
③ 波源との適切な距離確保 
④ 金属物の着用制限 
⑤ 電磁界強度モニター等の利用 
⑥ 測定・推定等による電磁界強度の事前確認 
⑦ ペースメーカ使用者等の特異な状況 

 
なお、電波防護指針においては、電磁波による熱作用、刺激作用から人体を防護するう

えでの指針として「比吸収率（SAR：Specific Absorption Rate）」、「誘導電流密度」、「接
触電流」の基礎指針が定められている。基礎指針は直接測定することができない人体組織

内部の電磁現象について定められているため、直接測定することのできる電界強度の実効

値、（E[V/m]）、磁界強度の実効値（H[A/m]）、電力密度（S[mW/cm2]）について定められ
た管理指針を定めている。 
管理指針は、条件 P と条件 G の２つの条件について定められており、条件 G は条件 P
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に一定の安全率を見込んだものとなっている。（条件 P は ICNIRP のガイドラインにおけ
る職業上の曝露、条件 Gは一般公衆の曝露に相当） 

 
3.3 基礎指針 
基礎指針を表５に示す。基礎指針は管理指針の根拠となる概念であるとともに、生体作

用発生の可能性を判断するための基礎を与えるものである。 
表５ 基礎指針 

１ 全身平均 SARの任意の６分間平均値が、0.4W/kg以下であること。 
２ 10kHz から 100kHz までの周波数では、組織内の誘導電流密度が 0.35 ×

10-4f[Hz]mA/cm2以下であること。 
３ 10kHz から 100kHzまでの周波数では、接触電流などが体外からの流入電流が

10-3f[Hz]mA以下（平均時間＜１秒間）であること。また、100kHzから 100MHz
までの周波数では、100mA以下(平均時間６分間)であること。 

４ 上記の(1)(2)及び(3)に加え、次の点に関して注意事項として考慮すること。 
(a) 全身平均 SAR の任意の６分間平均値が 0.4W/kg 以下であっても、任意の組織

1g当りの SAR（６分間平均値）が 8W/kg（体表と四肢では 25W/kg）を超えな
いことが望ましい。 

(b) 3GHz以上の周波数においては、眼への入射電力密度(６分間平均)が 10mW/cm2

以下とすること。 
 

3.2 管理指針 
管理指針は、基礎指針に基づいて定められたもので、実際の電磁環境の評価は主に管理

指針を用いて行う。この指針は、電磁界強度指針及び補助指針から成り、第４章及び第５

章で示す測定法及び電磁界強度の推定法に基づいて適用する。 
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（２）超電導リニアにおける防護対策の考え方 

電波防護指針における５つの人体防護の方法を参考に、超電導リニアから発生する電磁

界の特性を踏まえて、沿線における防護対策の考え方を検討した。 
 

１）遮断・絶縁 

シールド等による遮断・絶縁は、どちらかといえば電磁界を遮断したい閉じた空間に

対する防護対策であることから、沿線の開放された空間に対する防護策として効果的で

ない可能性が考えられる。ただし、リニアの走行状況とは無関係に対策を講じることが

可能である。 
 

２）距離制限 

第２章において整理したとおり、電磁界は距離の２乗に反比例して減衰することから、

距離制限は超電導リニア沿線において有効な防護対策のひとつと考えられる。 
 

３）時間制限 

超電導リニアの場合、電波と異なり沿線での磁界の発生は間欠的であり、かつ、１列

車あたりの通過時間は最短で３秒と短いことから、さらに時間を短縮するという対策は

現実的ではない。 
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４）電力制限 

超電導リニアの電力供給は、走行状況に応じて制御されるものであるため、電磁界を

低減するために電力制限を課すことは現実的ではない。 
 

５）安全管理 

超電導リニアの沿線を、電波の管理区域のようにみなして人の行動に注意を喚起した

り、一定の制限を設けることは現実的ではない。 
 
 
参考：電磁波の遮蔽に関する資料 
（技術分野別特許マップ 電気 23 電磁波遮蔽技術（平成 12年度 特許庁） 
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参考：電磁波の遮蔽に関する資料 
（テクノライブラリ 電磁波のシールド技術 鹿島建設ウェブサイト） 

http://www.kajima.co.jp/news/digest/jul_2002/techno/techno.htm 

 
 


